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パネリスト等の発言は個人の見解であり、所属する組織

の見解を示すものではありません。 
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プログラム 

 

国際平和活動の課題 

～パートナーシップの強化に向けて～ 

 

14:00 – 14:10 開会挨拶：空将 谷嶋 正仁（防衛省統合幕僚学校長） 

 

14:10 – 14:20 事務局説明：１等陸佐 渡邉 邦嘉（防衛省国際平和協力センター長） 

 

14:20 – 15:05 

 基調講演：パキスタン国立科学技術大学 平和・紛争研究部学群長 退役陸軍少将 

 ラジャ・アフタブ・カーン 氏 

 

15:15 – 16:35 

パネル討議： 

モデレーター 

東京外国語大学大学院教授 篠田 英朗 氏 

 

パネリスト 

カイロ紛争解決・平和維持・平和構築国際センター 上席政策調整官 

  アハメド・サ－メハ 氏 

駐日ケニア共和国大使館付国防武官 陸軍大佐 

 エスター・バーバラ・ワンジク 氏 

元陸上自衛隊東北方面総監・陸将 

 松村 五郎 氏 

 

16:45 – 17:45 

全体討議： 

モデレーター 

東京外国語大学大学院教授 篠田 英朗 氏 

 

コメンテーター 

一橋大学講師 

国連本部平和活動局 安全調整担当官（休職中） 中谷 純江 氏 

 

※ 本プログラムの事務局説明、基調講演、パネル討議及び全体討議は一部を除き主に英語による発表が実施され

ており、当該内容について本議事録（日本語版）では、会場で同時通訳者が実施した日本語通訳を元に編集し、

日本語で掲載しています。英語によるオリジナルの発言内容については、英語版議事録を参照してください。 

(https://www.mod.go.jp/js/jsc/jpc/event/proceedings/）  
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主催者挨拶 

空将 谷嶋 正仁（防衛省 統合幕僚学校長） 

 

ご来場の皆さま、そしてオンラインで参加の皆さま、こんにちは。防衛省統合幕僚学校長の谷

嶋です。シンポジウムの開始に先立ち、主催者として一言ご挨拶を申し上げます。 

本シンポジウムは、今年で 13 回目の開催を迎えることができました。昨年と同様に、オンラ

インによる参加を可能としたハイブリッド形式により実施をいたします。 

今回は、パキスタン陸軍退役少将で国立科学技術大学 平和・紛争研究部学群長のラジャ・ア

フタブ・カーン氏に基調講演をしていただくとともに、モデレーターとして前回に引き続き、東

京外国語大学大学院の篠田英朗教授、コメンテーターとして一橋大学講師の中谷純江氏、さらに

パネリストとしてカイロ紛争解決・平和維持・平和構築国際センター 上席政策調整官のアハメ

ド・サーメハ氏、元陸上自衛隊東北方面総監の松村五郎氏、駐日ケニア共和国大使館付国防武官

のエスター・バーバラ・ワンジク陸軍大佐にご参加をいただいております。 

このように著名な有識者の皆さまをお迎えして、「国際平和と安全シンポジウム 2024」を開催

できますことは、私はもとより、統合幕僚学校職員一同の大きな喜びとするところであり、また

オンラインの参加も含め国境を越えてかくも多くの方々にご参加いただきましたことに心より御

礼申し上げます。 

「国際平和と安全シンポジウム」は、国際の平和と安全のための活動における現状及び課題な

らびに将来の方向性について、防衛省・自衛隊のみならず、官・民・学で知見を共有し、相互理

解を深め、質の高い国際貢献の実施に結び付けていくことを目的としています。 

さて、これまで日本は 30 年以上にわたり、さまざまな地域で国際平和協力活動等を行ってま

いりました。現在は、「国連南スーダン共和国ミッション」およびシナイ半島に所在する「多国

籍部隊・監視団」へ司令部要員の派遣を継続するとともに、今年は「国連南スーダン共和国ミッ

ション」司令部に新たに副参謀長および副参謀長補佐官として 2名を追加派遣しております。 

また、日本は国際の平和と安全に寄与するため、国連事務局への職員派遣を継続的に行ってい

るほか、「国連三角パートナーシップ・プログラム」として、2015 年からアフリカ諸国の工兵要

員に対し重機の操作訓練を行っており、2018 年からはアジアおよび同周辺地域にも事業を拡大

するとともに、2019 年からは衛生分野にも支援を拡大し、PKO 要員の能力強化に取り組んでお

ります。 

さらに、我が国の得意分野を活用した国際貢献として、「能力構築支援事業」によりインド太

平洋地域の国々等において、軍楽隊育成や人道支援・災害救助等に関する教育訓練を支援し、各

国軍の能力向上に協力をしています。 

今回のシンポジウムでは、国際平和活動において重要な概念となっている「パートナーシップ」

に焦点を当て、グローバルなパートナーシップを進めるための取組におけるベストプラクティス

や将来的な課題について討議していただきたいと思います。ここでの議論を通じて直近の課題に

対する国際社会および日本の今後の取組への示唆が得られるものと思います。 

本シンポジウムは、モデレーターである篠田先生の進行によりパネリストを主体にご議論をい

ただきますが、会場にお越しの皆さまにも議論に参加していただけるよう時間を取っております。
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そして、本シンポジウムの成果につきましては、省内外の関係部署と広く共有し、事後の教育や

研究の資となることを希望しております。 

最後になりますが、ご多用中にも関わらず、本日ご参加、ご来場してくださった皆さまに重ね

て御礼を申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。 

  



 

6 

 

事務局説明 

１等陸佐  渡邉 邦嘉（統合幕僚学校 国際平和協力センター長） 

（英語による発表：会場での同時通訳者による日本語通訳をもとに編集） 

 

 

 

閣下、ご来賓、将軍、提督、そしてご参加くださった皆様、こんにちは。国際平和協力センタ

ー長の渡邊 1 佐です。本日の国際平和と安全シンポジウムの企画を担当する者として、皆様のご

参加とご支援に対して心より感謝申し上げます。また、本日のシンポジウムのコンセプトをご紹

介できることを大変嬉しく思います。 

世界に展開している平和作戦を見ると、平和維持と平和構築を含む国際平和と安全のための活

動において、パートナーシップは重要な概念となっています。アントニオ・グテーレス国連事務

総長は、2023 年 7 月に発表した『新・平和への課題』の中で、「平和活動及びパートナーシップ

を強化する」行動を勧告しています。 

これを踏まえて、国際の平和と安全のためのグローバルなパートナーシップを進める取組にお

けるベストプラクティスや将来的な課題について議論していただくために、本シンポジウムのテ

ーマを「国際平和活動の課題～パートナーシップの強化に向けて～」としました。基調講演に入

る前に、後の更なる議論の導入として、今回のテーマの背景等について簡単に説明させていただ

きます。 
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国際平和活動におけるパートナーシップの重要性について考えてみると、いくつかの重要な段

階が見えてきます。 

国際平和活動において、パートナーシップの強化を求める動きは新しいものではありません。

2000年に発表されたブラヒミ報告の中ですでに「パートナーシップ」の例が見られます。 

2007 年以降になって、パートナーシップ平和維持ミッションの特徴的な事例が確立されてき

ました。ダルフールにおける UNAMID、マリにおける MINUSMA、中央アフリカ共和国におけ

る MINUSCA がその例です。 

2009 年には、国連事務局が「ニュー・ホライズン（新しい地平）」を公表し、パートナーシッ

プを強化して、国連、国連加盟国、地域及びその他のパートナーと共に諸課題に取り組むビジョ

ンを提示しました。 

2014年には、ニューヨークで開催された PKOサミットにおいて、日本の首相が三角パートナ

ーシップ・プログラム（TPP）及びそれに対する支援を表明しました。その翌年の 2015 年、

TPP の下でケニアのナイロビにおいて重機操作訓練コースが開始されました。また、同年、平

和活動に関するハイレベル独立パネルが評価報告書を発表し、平和のために力を結集するための

パートナーシップを強調しました。 

2018年にアントニオ・グテーレス現事務総長は「PKOのための行動（A4P）」を発表し、そこ

で「平和維持パートナーシップの向上」を目標に掲げて、国連と、アフリカ連合や欧州連合を含

む地域機構との協力及び計画を強化することを企図しました。 

昨年 2023年には、『新・平和への課題』の中で「平和活動及びパートナーシップを強化する」

行動が勧告されました。 

今年 2024 年には、国連事務局と独立パネルが「平和維持の将来、新たなモデル、及び関連能

力」と題する独立した研究を発表しました。 
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左のグラフは、非国連の平和活動ミッションの件数を時系列で示しています。2003 年頃から

増加しているのが見て取れます。これらのミッションは、国連の平和活動と同じ目的で危機に対

応してきました。すなわち、平和維持のためのパートナーシップの顕著な特徴を見ることができ

ます。 

国連と非国連ミッションが並行して展開するケースは、国連または他の組織単独による平和維

持活動よりも効果的であると研究結果で示されています。国連は幅広いツールボックスを持ち、

多元的な平和支援アプローチをとる一方で、非国連ミッションは主に軍隊で構成され、危機対応

の軍事的アプローチを支援してきました。その上で、互いに異なる戦略を定義し、異なるメカニ

ズムで活動します。その結果、それぞれの組織は並行して展開することで互いを補強し合うこと

ができます。このことが、国連が非国連ミッションとの連携を重要視してきた要因の一つである

と考えられます。 

一方、右のグラフを見ると、国連平和維持ミッションの件数は 2017 年から減少傾向にありま

す。この傾向が続けば、平和維持は現状よりも非国連ミッションに依存するようになることが予

想されます。 
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このように国連平和維持活動が岐路に立っていることを踏まえ、2023 年に二つの注目すべき

出来事がありました。 

一つ目は、国連事務局が「新・平和への課題」を発表し、平和活動及び平和執行に関して次の

三つの行動を推進することを目標に掲げました。これにより、地域パートナーへのいわゆるアウ

トソーシングが進むこと、必要な能力開発に対する懸念への対応、アフリカ連合の平和支援作戦

に対する支援、そして多国間行動の可能性についての意識が高まっています。 

もう一つは、12 月に安全保障理事会が国連とアフリカ連合とのパートナーシップの実施をさ

らに進めるための重要な一歩となる決議第 2719 号を採択しました。これにより国連はアフリカ

連合の平和支援作戦の最大 75％まで資金を提供できることになりましたが、残り 25％の負担分

担のギャップをどのように埋めるかが残る問題として指摘されています。また、決議第 2719 号

を成功裏に実施するためには、国連とアフリカ連合の調整メカニズムをより実践的に活用できる

ように改善すべきであると、いくつかの研究が推奨しています。 
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最後に、最近の研究について触れたいと思います。今年 10 月、国連平和活動局は「平和維持

の将来、新たなモデル、及び関連能力」と題する独立した研究を発表しました。著者らは、「本

研究の国連平和維持のためのビジョンは、幅広い脅威と課題に多国間で効果的に対応することで

安全保障理事会の結束を可能とするような、政治に焦点を当てた人間中心のモジュール式ツール

を提供する」と述べています。 

この研究では、スライドに示すような、将来の国連ミッションに資する 30 個のモデルを提示

しています。伝統的な任務もあれば、将来的な国連平和維持のための活動もあります。現場に則

した一連の任務を実行するために、モデルを設計し組み合わせて用いることができます。そして、

安保理及び事務局は、平和維持ミッションを支援し改善するために、敏捷、柔軟かつ適応力のあ

る方法を開発できます。このモジュール式アプローチは、平和維持活動のライフサイクル全体に

わたるさまざまなフェーズの設計を支援するための柔軟性を提供することも可能です。 

また、この研究では、モデルとマンデートの組み合わせの正確性には関わりなく、現在及び将

来の平和維持ミッションを強化するための主要な能力への投資が必要であると強調されているこ

とにも言及したいと思います。主要な能力には、計画、人員、リーダーシップ、支援能力が関連

します。 

最後に大事なこととして、国連平和維持活動は、安全かつ安定した環境を作り、平和プロセス

を促進するための最も効果的な既存のツールの 1 つであり続けてきました。したがって、平和活

動をより効果的かつ実行可能なものにするために、国連、加盟国、地域機構、平和維持訓練セン

ター、及びその他のパートナーが協力していく上で、平和維持活動はかけがえのないものです。 

以上で説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。 
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基調講演 

ラジャ・アフタブ・カーン退役陸軍少将（パキスタン国立科学大学 平和・紛争研究部学群長） 

（英語による発表：会場での同時通訳者による日本語通訳をもとに編集） 

 

 

 

ありがとうございます。尊敬する統合幕僚学校の谷嶋空将、パネリストの皆さま、来賓の皆様、

ご参加の皆様、おはようございます、そしてこんにちは。私にとって、知識、学術の多くの優れ

た頭脳の中にいることは大変な名誉と誇りです。このような素晴らしいフォーラムで話す機会を

いただき、本当に謙虚な気持ちです。私はこのテーマのエキスパートではなく、皆様の経験と知

識から学ぶためにここにいます。したがって、私のプレゼンテーションは非常に一般的な内容と

なり、専門的な深掘りするところは他の皆様にお任せします。靴屋にとって、すべての問題の解

決策は彼の技術的精密機器、ハンマーであると言われているように、軍人にとってすべての問題

の解決策は戦争と暴力です。実際、誰が平和の本当の意味を理解しているのでしょうか。平和の

本質を理解しているのは、日々、希望を心の中に持ち、世界でゆくゆくは平和を構築しようと願

いながら毎日戦っている人たちにほかならないと思います。 

今回、日本にお招きいただくことで、多くの楽しい思い出が蘇りました。33 年前、私は若い

陸軍大尉として富士学校で幹部上級課程の訓練を受けていたときのことを思い出します。多くの

良い思い出が蘇り、日本に戻って来たことを非常に嬉しく思います。ご支援いただき、ありがと

うございます。 

36 年間の軍歴の中で、東ティモールにおいて軍事オブザーバーを、シエラレオネにおいて大

隊指揮官を務めました。これらはパートナーシップ平和維持の典型的な例であり、また幸いにも

実にうまくいった国連ミッションでした。その後、私は国内での対テロ作戦の計画と実施に従事

し、現在は世界中の平和維持に関わる要員の訓練機関を率いています。 
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私のプレゼンテーションは、このようなものになります。まずは、パキスタンの平和維持活動

への参加がどのようなものかというところからお話しします。次に、国連と平和維持活動が直面

している現状と環境について。その後、パートナーシップの平和維持活動について話し、最後に、

具体的な方法ではありませんが、提言ということで、今後将来的にどちらの方向性に進んで行く

べきかといったお話をさせていただきます。 

 

 

 

パキスタンはこれまで 64年間、平和維持活動に従事してきました。私たちの活動は 1960年に

コンゴで最初のミッションが展開されたときに始まりました。 
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その後も、私たちは国連の旗の下で平和維持活動を支援し続けています。これまでにパキスタ

ンは 29 か国に 23万 5千人の兵士を派遣してきました。パキスタンは 2000 年代に最も多くの兵

士を派遣した国であり、現在もトップ 3 に入っています。スライドに示されているように、私た

ちは 149の歩兵大隊、工兵中隊、兵站中隊、砲兵連隊、航空アセットなど、多くの部隊を派遣し、

その活動は今なお続いています。 

 

 

 

今年、コンゴから 1600 人以上の兵士が帰国しましたが、その後もスライドに示すとおり、約

2600人の兵士、歩兵大隊や数々のアセットを派遣しています。 
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パキスタンの女性兵士の平和維持活動への参加は、2017 年以来 450 人以上が国連の旗の下で

活動をしてきました。パキスタンは「平和維持軍のジェンダー平等戦略」に応じて、幕僚及び軍

事監視員の 20％の基準を達成しています。2019年には 15人の女性要員から成る、初の女性のみ

のエンゲージメント・チームをコンゴ民主共和国に派遣するという偉業を達成しました。平和維

持活動に従事した Komal少佐と Sania Safdar少佐は国連から Gender Advocacy Awardを受賞

しました。 

 

 

 

今までの犠牲についてお話ししたいと思います。人道的活動のために 181人のパキスタンの平

和維持要員が命を落としています。その中には 23 人の将校が含まれています。この我々の貢献、

犠牲に対して 102枚のダグ・ハマーショルド・メダルが授与されています。 
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そして、多くの上級外交官や将官が国連の高い公職を務めました。 

 

 

 

7人のパキスタン陸軍将官がさまざまな国連ミッションで軍司令官を務めました。 
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また、8人の将官が国連ミッションの軍事監視団長又は軍事部門副司令官を務めました。 

 

 

 

現在は 1つの軍事部門副司令官の職を Amer准将が務めています。 
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警察部門への参加では、Faisal Shahkar氏が 2022年 5月から国連平和活動局の警察顧問を務

めています。過去には、スーダンのハルツームにおいて、Helena Iqbal Saeed氏がパキスタンの

女性として初めて国連警察長官を務めました。 

 

 

 

私が勤務している国際平和安定センター（CIPS）の話をします。 
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比較的新しいンターですが、これまでに 218 の教育課程を実施しています。47 か国から 894

人の留学生を含む 4000 人以上の平和維持要員を訓練してきました。教官交流プログラムを通じ

て、24人の教官を異なる訓練機関に派出して教育を提供しました。 

 

 

 

現在、パキスタンは国連の 17 のマニュアルの改訂に積極的に貢献しています。パキスタンは

航空に関するマニュアルの著者でもあります。これは私たちにとって大きな成果です。 
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我々が実施してきた会議やミーティングを紹介します。 

 

 

 

昨年 8月、国連の閣僚準備会議を開催しました。 
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先月、11月には国際平和維持訓練センター協会（IAPTC）の年次会合を開催しました。 

 

 

 

そして、2025年 3月に国連の閣僚会議をイスラマバードで開催する予定です。 
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皆さま、パキスタンは国連の旗の下で世界の最も困難な地域に平和と安定をもたらすために積

極的な役割を実践しています。 

 

 

 

では、本日与えられたテーマに移ります。私たちは絶えず急速に変化する世界に生きています。

以前は、平和維持はそれほど難しいものではありませんでした。 
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それは 1948年のシンプルな停戦をモニターする監視機構と、1949年のインド・パキスタン軍

事監視団（UNMOGIP）から始まりました。パキスタンは 1947 年の独立当初から平和維持活動

に関わってきました。パキスタンに最初に来たミッションは 1949 年のことでした。当時の国連

平和維持の目標は非常に限られており、監視と報告、信頼の醸成が主な任務でした。基本的に小

規模で、男性主導の部隊であり、軍事監視員と軽武装の要員が派遣されました。 

 

 

 

国連というのは、常に、今もなお世界中の弱者にとって希望の象徴と見なされてきました。希

望と笑顔を失わずにいられるように国連はうまく対処してきました。 
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最初の平和維持ミッション以来、国連は 40か国における 71の平和維持ミッションに 125か国

から 200万人を超える平和維持要員、警察及び文民スタッフを派遣してきました。 

その道のりは決してスムーズなものではありませんでした。国連平和維持活動は、多様で複雑

なシナリオや絶えず変化する政治的状況に対応するために常に適応し続ける必要がありました。 

 

 

 

今日の平和維持活動は、平和と安全を維持するだけでなく、膨大なリストの任務を果たすこと

を求められています。その中には、政治プロセスの促進、文民の保護、戦闘員の武装解除、選挙

の監督、人権の監視、インフラの再建、法ルールの回復など多方面の任務が含まれます。いわゆ

る「クリスマスツリー」と呼ばれるように、マンデートの多様性と任務の膨大さが従来の平和維

持ミッションに重くのしかかっています。2015 年の報告書で、当時の事務総長は新たな「パー

トナーシップ平和維持の時代に入った」と発表しました。 
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国連とすべての平和維持ミッションおよび部隊が直面している現状、一般的な安全保障環境に

ついて説明します。 
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冷戦が終焉した後、世界中の紛争は増えています。国連が承認してきた 71 のミッションの内

56 は、冷戦終焉以降に実施されています。冷戦中のミッションが 15 であったところが、冷戦終

焉後に 56 ものミッションが開始されたのです。世界中にミッション地域と紛争が増大している

のが見て取れます。 

紛争地域が増大している一方で、資金と要員派遣は減少しています。ご覧のとおり、2014 年

から 15 年の間、その予算は 83 億 US ドル、そして平和維持要員の派遣は 10 万 4 千人であった

のに対して、23 年から 24 年は約 61 億 US ドルの予算、そして 6 万 8 千人の派遣要員に減少し

ています。2014 年以降、平和活動局の下で新たな国連ミッションは承認されておらず、11 のみ

が活動中です。そして、2017年以降、5つのミッションが終了しています。わかりやすい比較の

話題として、ニューヨーク警察の一年間の予算が約 56 億 US ドル、それに比べて国連平和維持

活動は全体でたったの 61億 USドルなのです。 
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もう一つの問題は、グローバルな勢力争いであり、P5 の分裂です。安全保障理事会レベルの

戦略的な意思決定に影響を与えています。これは、世界が一極化から多極化の構造にシフトした

新たな現象です。超大国が自国の利益を優先するため、安全保障理事会が分裂し、それが意思決

定に影響を与えています。 

多くの地域及び準地域のプレイヤーが参入し国連を支援するようになっていますが、既得権益

や利益の衝突が絡む可能性を排除できません。 
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民間軍事やセキュリティ会社の出現は、それらは高度に訓練された兵力、整った整備、高い費

用対効果、迅速な対応能力を持っているものの、監視や説明の責任がほとんどないため、国連が

同じ地域で活動する場合にその評判に悪影響を与える可能性があります。 

そして脅威の拡大が国連ミッションに大きな打撃を与えています。これには、テロリストグル

ープ、宗教過激派グループ、人身売買、武器や薬物の密輸業者、傭兵などが含まれます。興味深

いことに、これら全てのグループには、混乱を引き起こして自分たちの利益のために環境を悪化

させようとする動機が一致しています。彼らのアジェンダには合致していても、私たちの平和維

持ミッションには深刻な影響を及ぼします。 

現在、非対称戦術が使用されています。すなわち、即席爆発装置（IED）の使用、テロ攻撃、

国連車両の襲撃、人間の盾の悪用などです。その影響により、国連のブルーヘルメットがこれら

のテロリストや宗教過激派グループによるテロ行為の標的となっています。 

  



 

28 

 

 

 

国連の創設以来、4,000 人以上、正確には 4,398 人の平和維持要員が任務中に命を落としてい

ます。しかも現在、平和維持要員が受ける攻撃の激しさとその無処罰は前例のないものです。例

えば、1948 年から 1991 年の 43 年間で 886 人の平和維持要員が命を落とし、1992 年から 2024

年の 32 年間で 3,332 人の平和維持要員が命を落としました。すなわち、テロを要因とする攻撃

が急増しているということです。 
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民間軍事会社の出現、気候変動、環境問題は、一般市民の生活と生計に影響を与え、強制的な

移住、国や家を離れざるを得ない状況、そして食料不足を引き起こしています。これらは、結果

的に治安状況を悪化させ、平和維持のミッションに悪影響を与えます。 

もう一つの側面は、よく話題に上がる MDMH、すなわち、誤情報、偽情報、悪意のある情報、

ヘイトスピーチです。これにより、国連ミッションの意図、活動、効率に対する否定的な認識が

形成され、一般市民と国連職員の間に溝が生じています。地元の人々と職員の間の絆と信頼は、

ミッション成功の最も重要な側面の一つです。これは戦略的に影響するため、私は戦術レベルや

オペレーショナル・レベルにおいてもこの MDMH を最も重要視しています。平和維持活動が市

民の支持を失うと、その任務が果たせなくなります。このような状況の中で、異なる国から来た

平和維持要員が、異なる言語を話し、異なる訓練基準を持ち、異なる装備を使用し、異なる動機

を持ちながらも、平和と安定をもたらし、維持するために懸命に努力しています。ミッションエ

リアでは、多様なプレイヤーで過密状態になっているのを目の当たりにすることになります。 
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例えば、グラウンドに二つのサッカーチームがあり、複数のラインマンがいて、そして熟練の

審判がいる、こんな状態なら、まだコントロールが効きそうな感じがします。何とかして任務を

遂行しようとしています。 

 

 

 

しかし、同じグラウンドに 6 つチームがあったとしましょう。そして、ラインマンが 8 人、審

判が 2 人、ゴールキーパーは不在、そして大勢の観客がいると想像してみてください。このよう

な状態は、混乱をきたします。これが今、ミッションエリアで実際に平和維持軍あるいは平和維

持活動要員が直面している状況です。 
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先ほどお話しましたように、冷戦後に浮上した 2 つの問題があります。まず、1 つは紛争地域

の増加であり、国連は対応が求められ、能力の限界に達しています。もう 1 つは P5 の分裂によ

り安保理の意思決定に影響が及んでおり、他のオプションを必要としています。このギャップを

埋めて状況に対処するにはパートナーが必要なのです。 

 

 

 

したがって、パートナーシップ平和維持はもはやオプションではありません。今や、戦略的な

必要性が高まっているのです。 
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国連は唯一の利害関係者や唯一の平和維持者であったことはこれまでにもありません。また、

パートナーシップ平和維持も決して新しいアイデアではありません。これまでの平和維持ミッシ

ョンの 40％は、安全保障理事会に承認、支持、支援されていたものの、非国連によるミッショ

ンでした。繰返しになりますが、平和維持は新しいアイデアではなく、すでに存在していたし、

今もなお存在しています。 

パートナーシップ平和維持では、主に軍隊で構成される非国連のパートナーが暴力的な戦闘グ

ループに対処して安定をもたらし、国連の多元的な取り組みにより政治的、開発的、社会的、経

済的、行政的な問題に対応するためのスペースを作り出します。このコンビネーションは、平和

と安定をもたらすためにお互いの努力を補完し、さまざまな形態でうまく機能し実行されていま

す。 
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パートナーシップ平和維持には、多くの形態があります。例えば、非国連主導の作戦に対して、

国連がロジスティックや資金面の支援を与える形があります。二つ目は、国連が作戦を主導し、

非国連ミッションが作戦を引き継ぐ、あるいは同時に展開する形があります。これら 2 つは過去

に行われてきました。そして三つ目は、伝統的な国連平和維持活動です。 

国連は、地域機構、多国籍軍、さらには個々の加盟国と連携して数多くの平和活動を実施し、

ある一定レベルの成功、そして安定をもたらしてきました。 
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ここでいくつかの例を挙げていきます。私が最初に軍事オブザーバーとして勤務した東ティモ

ールの例です。1999 年の住民投票後、東ティモールは激しい暴力的な段階に入りました。状況

は国連の政治ミッションにとって、非常に困難なものとなりました。これを受けて、安全保障理

事会はオーストラリアが主導する多国籍軍による介入を承認しました。迅速な行動により暴力が

抑制され、包括的な国連平和維持ミッションが展開される条件が整いました。 

私は国連東ティモール暫定行政機構（UNTAET）が存在していたときにそこにおり、その後、

難民の帰還、反政府に関わって来た反乱軍の帰化、和解、社会への再統合が進み、選挙が実施さ

れ、東ティモールに正常な状態が戻りました。 
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同様に、2007 年に開始されたアフリカ連合（AU）ソマリア・ミッション（AMISOM）は、

ソマリアを安定させ、過激派グループ、アル・シャバブと戦い、正常な政府の確立を支援するた

めに設立された最も著名な AU 主導の作戦の一つです。AU が介入したとき、すぐに深刻な資源

不足に直面しました。国連の支援が最初に AU に、次にソマリア政府に提供され、ミッションに

対して非常に多大な貢献を永続的に行いました。 
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2014 年、国連は中央アフリカ共和国における暴動の激化に対応して国連中央アフリカ共和国

多面的統合安定化ミッション（MINUSCA）を展開しました。同時に、フランスのサンガリス作

戦が国連安全保障理事会の承認の下で活動しました。暴動事案を沈静化するために重要な軍事支

援を提供しました。サンガリス作戦部隊と国連平和維持軍は、2 年間にわたり並行して展開し、

活動しました。この間、暴力のレベルは大幅に減少し、このダイナミックな関与は、「パートナ

ーシップ平和維持」として広く認識されています。 

  



 

37 

 

 

 

次は、スーダンにおける国連ハイブリッド平和維持活動です。この活動は、主に難民キャンプ

にいる人々を保護したという点で良い成果を上げました。そうでなければ、彼らに非常に困難状

況をもたらしたでしょう。しかし国連は、正当性の問題により、十分に望ましい結果を生み出す

ことはできませんでした。スーダン政府自身、反政府勢力、シビル・ソサエティのグループらか

ら継続的に異議が唱えられました。ミッションは多くの希望と熱意を持って始まりましたが、将

来的にこのモデルが改善されることはないという意見も出ました。 
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コンゴでの介入旅団（FIB）の展開についても、多くの議論がありましたが、M23 の活動に対

抗する上で役に立ちました。一般市民に多くの殺人や治安状況の問題が発生していました。その

ため、FIB が展開され、その任務を達成し、人々の間に多くの平和と安全をもたらしました。さ

らに、国連ミッションが目標を達成し続けるために必要なスペースが創出されました。このよう

な例は、昨今の紛争の複雑さに効果的に対応するためには、パートナーシップ平和維持活動が重

要であり必要であることを浮き彫りにしています。コンゴの FIBと AMISOMは、パートナーシ

ップを実現するには一定レベルの複雑性があり、あらゆるレベルで綿密な計画と明確化が必要で

あることを示した事例です。 

  



 

39 

 

 

 

伝統的な平和維持ミッションについては、多くの研究が行われてきました。パートナーシップ

平和維持に関する研究は比較的少ないですが、書かれたものや行われたものは非常に高いクオリ

ティです。その詳細な研究によれば、パートナーシップ平和維持には顕著な強みと課題があるこ

とが示されています。一方では、機能不全に陥った国連安保理に対して打開策を提供するととも

に国連の負担も軽減しますが、他方では、国連の評判と信頼性に悪影響を及ぼす可能性もありま

す。 
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ここでいくつかの強みを取り上げます。地域および凖地域の部隊は、紛争地域の近くにあり、

官僚的な障害が少ないため、迅速な展開が可能です。また、彼らは現地の人たちの問題や歴史的、

社会的、文化的な側面についての知識を持っているため、状況に応じて適した対応を調整しなが

ら実行することができます。さらに、地域に政治的影響力をもたらすことができ、訓練、装備、

言語、動機が比較的標準化されています。また、国連と非国連のパートナーがミッションを引き

継いで、または並行して活動することで良い相乗効果が期待できます。非国連のパートナーは軍

事力に重点が置かれ、暴力に即座に対応することができ、国連は社会的および政治的な発展や、

長期的な安定のための問題解決など、他の問題に集中することができます。 
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課題としては、地域の国家組織は、地域において政治的、経済的な利益が競合するため、それ

が公平性と人権の原則に影響をもたらす可能性があることです。また、非国連のパートナーは、

その性質上、軍事的・暴力的であり、状況の安定化においてもその性質が変わりません。このた

め、公平かつ中立的な立場であるべき国連のイメージを損なう可能性があります。また非国連パ

ートナーによる、横暴な態度や行き過ぎた行為は、国連の軍事部門や文民スタッフの物理的安全

保障に深刻な影響をもたらす可能性があります。あるいは、期待される任務の曖昧さや意思疎通

の欠如、調整不足などさまざまな理由により活動が混乱する可能性があります。 

最後にデメリットではなく注意点ですが、国連の平和維持は単独で展開しても暴力を減少させ

ることができ、非国連のパートナーと共に行動すると効果的に暴力を抑制することができます。

しかし、非国連のパートナーが単独で展開した場合は、長期的に暴力を継続して抑制することは

できないことを、理解しなければなりません。短期的には可能ですが、非国連パートナーは軍事

に特化し、国連が有する他のツールを備えていないため、長期的には暴力を減少させることはで

きない、と研究では述べられています。 
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実際には前進の方法ではありませんが、パートナーシップ平和維持と一般的な平和維持に関す

るいくつかの観察です。さまざまな平和維持活動中に表面化する地政学的な分断や対立にも関わ

らず、研究と分析によれば、国連は、多面的な平和維持活動を実施するための手段を持ち、最も

信頼性が高く、世界的に受け入れられている組織であることを示しています。これはさまざまな

平和維持活動の際に表面化しています。 
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同様に、パートナーシップ平和維持にはいくつかの問題点があるものの、そのメリットはデメ

リットを大きく上回っています。適切な計画と全ての利害関係者との綿密な調整により、暴力を

緩和し、紛争地域に安定性をもたらす能力が備わります。 

では、何をすべきなのでしょうか。国連加盟国、国連安全保障理事会、アフリカ連合平和安全

保障理事会のリーダーたちは、世界がいま直面している課題の重さを認識しています。各国が利

益を追求することはあり得るでしょうが、一緒に議論をし、他のすべての利害よりも優先すべき

事項を決定する必要があります。それがより良い世界に向けた共通の目標であり、共通のビジョ

ンになります。それは早ければ早いほどよいでしょう。パートナーシップ平和維持というのは、

これから近い将来、新しい規範になるでしょう。そして、世界のパラダイムが変わり、新しい現

実を受け入れ、適切なメカニズムを導入することにより、円滑な形で協力的・支援的な、そして

相互補完的な平和維持のパートナーシップを確立することが重要です。 

国連安保理決議第 2719 号は、この方向に向けての大きな前進です。画期的な決議であり、シ

ステムや手順が整備されれば、アフリカ連合は大陸が直面しグローバルな影響を及ぼしている脅

威に対処するための強力な行動を効果的に実行できるようになります。決議は採択されましたが、

議論の余地が数多くあり、正式化と体系化が必要です。活動地域の環境は予見可能な将来におい

て、過度に不安定で悪化したままになる可能性が高いでしょう。今後の作戦においては、「マン

デートの計画と決定」及び「部隊の構成とリソースの確保」に際して、平和維持要員と文民に対

する脅威の大きさを真剣に考慮しなければなりません。マンデートの曖昧さ、責任の重複、リソ

ースの制約は、非効率化とパートナー間の対立をうみます。これは回避しなければなりません。 

伝統的な大規模国連ミッションが近い将来に承認されるかどうかは、時間と世界の状況だけが

教えてくれるでしょう。しかし、スマートかつ敏捷で装備の整ったパートナーシップ平和維持の

展開が、今後の新しい規範になるかもしれません。地域の非国連部隊が、完全に連携が取れた形

で、国連と作戦運用上の戦略を調和して活動するのが適切でしょう。 
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国連の政治・平和構築局の政治的な側面を強化し、権限を与え、問題の原因を明らかにする必

要が切実にあります。すでに権限を持っていますが、より強化し、より目に見える形で行動する

必要があります。地域およびグローバルなパートナーと協力して行動する必要があります。特別

政治ミッション（SPM）が、ミッションエリアで見られる問題の特定と解決において中心的な

役割を果たすべきです。今起こっている問題を早期に特定し、予防的な外交や政治的行動をとる

ことが、より良い結果をもたらします。すなわち、火山が噴火してその影響が手に負えなくなる

前に対処することで、何倍も費用対効果が高くなるわけです。 

もう一つ研究と注目が必要な要素が、平和維持における「成功」の概念の正しい解釈です。さ

まざまな研究では、成功裏の国連ミッションが概ね 10 年以内にその国が混乱と暴力のサイクル

に戻ることが示されています。即時の安定化を成功の指標や最終結果と捉えるべきではありませ

ん。むしろ、余波に耐えられるようなシステムと構造つくりを目指すべきです。そして、成功は

時の試練を得て測定され宣言されるべきでしょう。 

訓練の基準を統一させるためには、派遣前の合同訓練が欠かせません。少なくとも異なる部隊

派遣国の指揮官とマスタートレーナーが協力して事前訓練を実施することが不可欠です。国連統

合訓練課（ITS）の指導の下で、すべてのグローバル及びリージョナルな訓練機関、協会の役割

は重要性を増しています。現在、派遣部隊のほとんどは従来の平和維持のための訓練と装備で活

動していますが、差し迫った脅威は非対称です。部隊派遣国は、遭遇した脅威を効果的に無力化

するために、それに応じた適切な訓練を行うことが不可欠です。部隊は、待ち伏せ対策、コンボ

イ護送の安全確保、、IED 対策、部隊防護のための早期警戒情報、基地襲撃からの防護、医療・

応急処置などの課目を訓練する必要があります。パキスタンには、パビに大規模な対テロのトレ

ーニングセンターがあり、そこで国連ミッションに指定された様々な部隊が派遣前に 4～6 ヶ月

の徹底的な訓練を受けることになっています。 

国際組織には現地の知識が不足しているため、戦略が効果的でない場合があります。したがっ

て、地域の組織と現地の関係者を計画と意思決定の段階で組み込むことが不可欠です。現地の視

点で問題を捉えることが最も重要です。現地の歴史、伝統、文化を常に考慮に入れる必要があり

ます。 

すべての部隊派遣国、訓練機関及び国連は、過去のすべてのミッションからベストプラクティ

スと教訓を収集し確立する必要があります。ミッションごとに異なるアプローチが求められる場

合がありますが、ベストプラクティスにより既知のノウハウをゼロから再び発見をする時間を削

減することができます。そして、考慮されたより良い意思決定、要員の防護、究極的にはミッシ

ョン、マンデートの成功の可能性を高めます。 

混乱を避けタイムリーで正しい決定を下すべく、安全で相互運用可能な通信システムを使用し、

平和維持要員の情報収集と共有能力を強化するために、先進国の技術を活用することが不可欠で

す。同様に、ミッション要員の身体的・精神的安全を確保するために、先進国を含めて対 IED技

術を共有する必要があります。 MDMH とソーシャル メディアの蛮行による影響は衝撃的です。

最も先進的な国でさえ、この問題に苦戦しています。技術的に先進的な国は、この点に関して真

剣な取り組みが必要です。加害者が利用しているプラットフォームを抑制するために、厳格な法

整備が国連で検討されるでしょう。 
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国連と非国連部隊は、隔週の定例訪問だけではなく、より頻繁に地域社会と関わって訓練し準

備する必要があります。一般の住民から信用を得ることができれば、仕事の半分は完了です。ま

た、平和維持要員は、住民が彼らと会うとき、反乱軍兵士から迫害されるリスクを負い、受け入

れていることを理解することが大事です。その見返りとして、平和維持部隊は倫理的・道義的に

常に迫害された人たちに寄せて活動する義務があるのです。 

一般市民の信頼を勝ち取れば、仕事の半分は完了です。平和維持部隊にとって重要なのは、一

般市民が彼らに会えば、平和維持軍から迫害されるリスクを負い、受け入れていることを理解す

ることです。その見返りとして、一般市民は倫理的かつ道徳的に、どんなときも彼らと共にいる

義務があります。 

平和維持活動は、それ自体は戦闘ではありません。しかし、配備された部隊はその任務のため

に訓練されています。彼らはキャリアを通じ、脅威や不確実な状況に立ち向かうべく、現場で必

要な任務を行うために訓練されています。二の足を踏んだり、のんびりしたりしている余地はあ

りません。ほとんどのミッションには文民の保護がマンデート化されており、自己とマンデート

の防衛のための武力の使用が許可されています。どちらも担保するために、迅速、強靱で効果的

な行動を取らなければなりません。試練の時に人々と共にあることによってのみ、人々の信頼を

獲得し、「同意」を得ることができるわけです。そしてそのことが、平和維持要員の安全を更に

高め拡大することを認識する必要があります。この点においては意識の転換が必要です。今日の

平和維持は、昔の古き良き時代の平和維持とは違うわけです。非対称戦争であり、イニシアティ

ブを発揮し、攻撃的で、警戒心が高く、型破り、革新的で予測不可能な者が、現場を支配できま

す。今日の環境における簡単なリトマス試験は、誰が移動の自由を獲得しているかを見ることで

す。移動の自由を獲得する者が勝利者であり、移動の自由を持たない者は遅かれ早かれ敗者です。

平和維持はその時代の風潮です。この点に関して、多くの作業が行われています。 

決議 2719 が実現するまでに 15 年以上かかりました。決議を効果的にするには、安全保障理

事会とアフリカ連合が問題点や障害を解消する必要があります。最後に、パートナーシップ平和

維持は、機能上の問題が多々浮き彫りになっているにもかかわらず、世界が直面している様々な

安全保障問題に対処し、貧しく無辜な人たちの生活にいくらかの安らぎをもたらすための最も効

果的で実行可能なツールであり続けていること強調したいと思います。 

ご静聴ありがとうございました。 
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パネル討議 

モデレーター：篠田英朗氏（東京外国語大学大学院教授） 

（英語による発表：会場での同時通訳者による日本語通訳をもとに編集） 

 

ご紹介ありがとうございます。私は篠田英朗と申します。今回のパネルディスカッションの司

会を務めさせていただきます。 

パネルディスカッションの前半部分につきましては、4時 35分まで著名なパネリストからのプ

レゼンテーションを中心として話を進めてまいります。会場の皆様からできるだけ質問を受け付

けることで、相互の会話や観客との対話を中心として進めていきたいと思います。その後 10 分

間の休憩を挟みセッションを再開いたします。4 時 45 分から再開いたしますが、5 時 45 分まで

約 1 時間の時間を頂戴し、質問を中心として回答討議をしていきたいと考えております。オーデ

ィエンスの方々につきましても、もし質問やコメントがありましたら挙手をお願いしたいと思い

ます。会場には外交の中心にいるご来賓の方々もいらっしゃいます。ぜひ皆様からのご見識もい

ただきながら話を進めていければと思っております。自衛隊の同僚の方も独自の視点を持ってい

るはずですので、皆さんの意見も楽しみにしています。 

今回、インターネットでオンライン参加している方もいらっしゃるかと思います。オンライン

で参加の方も質問等がありましたら、次のセッションの前の 10 分間の休憩の間に質問を出して

いただき、休憩中に統合幕僚学校の者が質問を収集し、最後のセッションで回答していくかたち

にしていきたいと思います。 
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パネリストの方々のプレゼンテーションの前に、私から簡単に本日のテーマに関してコメント

をしたいと思います。 

私の著書の記録を示していただきありがとうございます。単著で、15 冊か 16 冊の著作を出版

しております。  
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最新のものをフォーカスしたいのですが、こちらは「Partnership Peace Operations（パート

ナーシップ平和活動）」というタイトルで執筆した著作になります。これは、今回のシンポジウ

ムのトピックに対して、私が何ら影響を与えたということではありません。パートナーシップ平

和維持がますます脚光を浴びている中で、そのトレンドを私が自著に取り入れたということです。 

私は国際的な平和活動の分野のウォッチャーとして、このトレンドが進んできているのを感じ

ています。パートナーシップ平和維持の重要性が増してきているということは、皆様も周知のと

おりではないかと思います。 
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私は 2、3 週間前にケニアに赴き、日本政府が支援するリーダーシップアカデミーのファシリ

テーターとして協力させていただきました。このような機会のおかげで、私は東アフリカのサブ

リージョナル組織である政府間開発機構（IGAD）の事務局長に会うことができました。IGAD

本部で彼といくつかの問題について話し合うことができました。 
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今回 3日間、スーダンなどを含む IGAD加盟国の 7か国から選ばれた女性のリーダー、将来の

リーダーたちとお話をさせていただく機会もございました。そして、その機会にファシリテータ

ーとして 3 日間を過ごすことができたのは素晴らしい経験でした。これは、大きなパートナーシ

ップというストーリーの一部です。 

日本は、直接あるいはドネーションなどを通じてサポートしていきたいと考えていますが、さ

らに能力構築や開発に向けたパートナーシップによる貢献にも関わってきました。日本はアフリ

カとの協力に非常に関心を持っており、私も、アフリカや時には日本でその一部に貢献ができた

ことを非常に光栄に思います。私は同様の問題に頻繁に関与しております。 
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現在、東アフリカでは、ソマリアが、パートナーシップ国際平和活動において非常に重要な例

になっています。アフリカ連合ソマリア移行ミッション（ATMIS）は間もなく、2025 年 1 月に

新展開を迎えることになっています。 
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国連は政治的なミッションを通じて、アフリカ連合（AU）を支援しています。また、ソマリ

ア連邦政府との協力のための後方支援ミッションも行ってきました。しかし、そこには多くの政

治的な問題、オペレーション上の問題があります。 

また地域の問題もあります。カーン少将から、パートナーシップ平和活動にはメリットととも

に、残念ながらデメリットもあるという話がありました。我々はこの双方を理解したうえで対応

しなければならないと考えています。 

要約すると、私はパートナーシップ平和活動をテーマとする本の著者として 3 つのポイントに

言及したいと思います。一つは、カーン少将が先ほど明確におっしゃいました、パートナーシッ

プ平和活動には非常に多くのメリットがあるということです。ですから、私たちは国際平和活動、

パートナーシップの活動のメリットを更に前進させていきたいと考えています。そうすることに

より、国際的なパートナーシップ、国際平和活動の可能性を前向きに追求することで、活動をよ

り豊かにするための方法を模索し続けることができます。 

しかしながら、二つ目の点として、避けることができないパートナーシップのネガティブな側

面についてであります。残念ながら非常に多くの紛争が発生しており、また重要な地域のステー

クホルダー間においても緊張があります。その一方で、平和維持活動と予算は縮小され、人員も

減らさざるを得ない状況になっているのは周知の事実であります。さまざまなパートナーとの協

力は歓迎すべきことであり、様々な危機に対応するためには避けられないことです。これは避け

られない道筋になってきたと考えております。 
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そして三つ目ですが、パートナーシップは、それぞれのケースにおいて独特のものであること

を強調したいと思います。全てのパートナーシップは、アドホックなかたちで編成されています。

ですから、クリエイティブに対応していかなければならない。これが大事な点です。私たち自身

もクリエイティブに柔軟性を持って、アドホックなやり方で、リーダーシップやコミュニケーシ

ョンを行っていく必要があるでしょう。 

皆様ご存知のように、いま日本から国際平和活動に部隊は派遣されていません。しかし、国連

や非国連ミッションへの個人派遣は継続して実施しています。また能力構築の訓練コースなどを

通して平和活動コミュニティへの関与を続けています。様々な方法で私たちは関与を続けていま

すが、それぞれのケースは異なっています。私たちはある程度のクリエイティビティを発揮し、

私たちなりのやり方でパートナーシップ平和活動にクリエイティブに取り組んできた、その経緯

を誇りに思うべきです。クリエイティブであることに限界はありません。平和活動には、私たち

がただ従えば良いという厳格な枠組みはありません。もし厳格な多くの活動あれば、そこに派遣

して決まった役割に従えば良いだけですが、今は時代が全く異なります。私たち自身が人的ネッ

トワークを活用し、友好的なエキスパートとのコミュニケーションを通じてクリエイティブであ

る必要があります。そうすることで、新たに異なるアドホックなパートナーシップへの関与を探

求できるクリエイティビティを示すことができるでしょう。今回、そういった観点から、非常に

素晴らしいエキスパートの方々からお話を聞くことで私たちの考え方や知識を更に強化し、私た

ちの人的ネットワークを更に拡大していく、これは非常に良い機会だと思います。 

ここで、パートナーシップ国際平和活動の重要性の観点から、著名なパネリストの方々をご紹

介できることを光栄に思います。私の隣に引き続きカーン少将にお座りいただいています。この

パネルではカーン少将からのプレゼンテーションはありませんが、後ほど質問への回答などを頂

戴したいと思っております。他のパネリストの方々から、それぞれプレゼンテーションをお願い

したいと思います。最初に、私たちが普段からトリプル CPA（CCCPA：カイロ紛争解決・平和

維持・平和構築国際センター）と呼称している組織を代表してアハメド・サーメハ様を招へいし

ています。CCCPA は、世界中の国際平和活動のコミュニティにおいて非常に重要な能力構築の

機関です。では、サーメハ様、よろしくお願いいたします。 
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パネル討議 

パネリスト：アハメド・サーメハ上席政策調整官（カイロ紛争解決・平和維持・平和構築国際

センター） 

（英語による発表：会場での同時通訳者による日本語通訳をもとに編集） 

 

 

 

篠田先生、ありがとうございました。ご来賓の皆様、ご列席の皆様、親愛なる同僚の皆様、ま

たパネリストの皆様、こんにちは。まず、防衛省統合幕僚学校に対して御礼を申し上げたいと思

います。主催ありがとうございます。また、日本の平和維持センターにつきましても、非常にタ

イムリーなシンポジウムを開催してくださったことに御礼を申し上げます。また、我々CCCPA

をご招待いただきましたことに御礼を申し上げます。今回のシンポジウムのテーマは、パートナ

ーシップに焦点を当てています。平和活動を将来にわたって行っていくうえで、これからますま

す重要な役割を担っていくと考えております。ここに参加できることを光栄に思います。 
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我々のCCCPAをご存じない方もいらっしゃると思います。これはエジプト外務省により1994

年に設立されました。アフリカにおける紛争解決および平和維持のための重要な役割を担うセン

ターとして立ち上げられました。そして 2017 年に、カイロ国際紛争解決・平和維持・平和構築

センターに名称を変えました。アフリカ連合の能力構築のための COE としての役割を担い、ア

フリカ待機軍の主要の一つである北アフリカ地域能力（NARC）への訓練提供の任務を担ってい

ます。 

さらに、持続可能な平和と開発のための Aswan Forumおよび COP27の「気候変動への対応

で平和を持続させる」イニシアティブの事務局も務めています。CCCPA は、国際平和維持訓練

センター協会（IAPTC）の中で重要なリーダーシップ役割も担っています。現在、この協会の会

長はパキスタンが務めています。また、私たちは「ネットワーク・フォー・ピース（Network 

for Peace）」の共同議長も務めており、これは平和のために活動するシンクタンクのアフリカ連

合ネットワークであり、政府・平和安全保障局が立ち上げたものです。 
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2008 年以降、我々は、平和活動とより広範な平和と安全保障分野に関する能力構築、会議開

催及び研究を中心に活動を行ってきました。8 つのプログラムを行っており、その中には、平和

維持、平和構築、女性・平和・安全保障（WPS）、若者・平和・安全保障（YPS）、武装解除・

動員解除・再統合（DDR）、過激化の予防などが含まれます。これらのプログラムは相互に関連

しています。例えば、平和維持について議論する際には、常に WPS や女性の参加を考慮するで

しょう。 
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我々はこれまで、エジプト、そしてアフリカから 2 万 8千人以上の要員に訓練を提供し、その

中には 95 回の派遣前訓練セッションも含まれています。アフリカ諸国の 50 か国を含む総計 96

か国が我々の訓練に参加してきました。 
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ご列席の皆様、まず私は CCCPA が国際協力と平和活動訓練を強化するという揺るぎない決意

を改めて表明したいと思います。この決意は、先ほど説明した我々の多様な役割と責任を通して

明らかでしょう。IAPTC の事務局として、またアフリカ平和支援訓練協会 (APSTA) の共同議長

として、我々は世界の平和と安全の推進に深くコミットしています。 

また、この機会を利用して、グローバルな平和と安全の推進に尽力してきた日本との永続的な

パートナーシップに深く感謝の意を表したいと思います。日本の揺るぎない支援は、アフリカ全

域での紛争解決、平和維持および平和構築における CCCPA の取り組みを大きく後押ししてきま

した。 
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ご列席の皆様、気候変動、国際犯罪、テロ活動、MDMH（誤情報、偽情報、悪意のある情報、

ヘイトスピーチ）などの課題が国境を越える今日の複雑な安全保障環境において、パートナーシ

ップは単なるオプションではなく、欠かすことができないものであると考えています。これらの

多面的な課題に単独で対処できるアクターは実際には存在しません。したがって、効果的な平和

維持活動を遂行するためには、それぞれの関係者の比較優位性による強みやリソースを活用し、

協力することが必要です。MINUSMA のような主要なミッションが縮小される流れから、パー

トナーシップは差し迫って必要になっています。そして、このような変化は計画を複雑にすると

ともに、環境の激変に対して平和維持要員を準備させるために、将来を見据えた適応性のある訓

練プログラムの重要性を浮き彫りにしています。 

この文脈において、私は、訓練に携わる多様な関係者間のより強力なパートナーシップがこれ

まで以上に差し迫って必要であることを強調したいと思います。それぞれの比較優位性を活用し、

それぞれの専門知識を活用することで、私たちは平和活動の有効性と持続可能性を共同で高める

ことができます。カーン少将が述べられたように、パートナーシップと平和活動における訓練の

重要性は、いくつかの主要な枠組みを通じて強調されてきました。 
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例えば、「未来のための協定」、「PKO のための行動」イニシアティブ、そして新たに発表され

た委託研究「平和維持の将来、新たなモデル、及び関連能力」などがあります。 

このパネルでは平和と安全の維持におけるパートナーシップというテーマを取り上げています

が、アフリカ連合の COE として、この取り組みにおける地域組織、特に国連とアフリカ連合の

パートナーシップの重要な役割を強調したいと思います。 
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国連憲章の下で国連が国際の平和と安全の維持に主要な責任を負っていることはよく知られて

いる一方、アフリカ大陸全土の平和と安全の課題に取り組む最初の対応者として、地域組織（ア

フリカ連合）がますます認識されるようになっています。アフリカ主導の平和活動は、現地の複

雑かつ多面的な危機に対応するために、非常に危険かつ不安定な環境においてしばしば展開され

ます。画期的な国連安全保障理事会決議第 2719 号はこの現実を反映しており、国連とアフリカ

連合のパートナーシップを強固にし、アフリカ特有の平和と安全の課題に取り組む際の AU の競

争上の優位性を強調しています。私の前の 2 人の発表者が述べたように、この決議により、アフ

リカ連合主導の平和活動支援は、評価された拠出金にアクセスできるようになりますが、その上

限は 75%です。したがって、この画期的な決議の実施には大きなハードルがあると言えます。残

りの 25%をどうやって確保するのでしょうか。新たな方向を模索する必要があります。ここでパ

ートナーシップが重要になります。日本は平和活動に関しては先進国なので、この 25%のギャッ

プの埋め合わせに貢献できるかもしれません。私たちは財政上の課題を抱えています。特に、補

てんの比率、予算編成プロセスなど、決議されたミッションにおける様々な問題に関して、国連

の財政規則をアフリカ連合の PSO（平和支援作戦）に適応させる必要に迫られています。 

どのような種類のミッションに対してこの決議を適用するのかは明確になっていません。この

曖昧さを解消して進めていく必要があります。もう 1 つ非常に重要なことは、共同の計画作成と

管理です。この決議を正しく実施するためにはそれが必要になりますが、当初の計画プロセスを

定義し、AU主導の活動に対する管理の適切なレベルを決定しなければなりません。 

そして最後に、共同作業の方法についてです。AU 委員会と地域経済共同体、そして安全保障

理事会とアフリカ連合平和安全保障理事会の 2 つの理事会間の協力を強化することが必要です。

これまで述べた財政面や運用面の問題を超えて、この決議の成功は、主要な利害関係者、特に国

連安全保障理事会の常任理事国の政治的意思にかかっています。したがって、我々は議論を超え

てタイムリーな行動を取らなければなりません。なぜなら、両理事会の間では多くの会合が行わ

れていますが、現時点では、この決議を実施する最初のケースさえ合意に至っていないからです。

議論を行動に移す必要があります。さらに、我々は能力構築のための訓練を行っており、この点
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でも切実なニーズがあります。TCC（軍事要員派遣国）、PCC（警察派遣国）、文民部門、AU 機

関、平和活動を担当する EU 機関に対する訓練と能力構築の提供において、協力を強化し、決議

に沿って割り当てられた役割を果たせるようにする必要があります。 
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先ほど申し上げたように、パートナーシップは、エジプト人またはアフリカ人の平和維持要員

の能力強化という CCCPA としての任務を遂行する上で不可欠な手段です。たとえば、日本は、

国連平和活動に参加するエジプト軍部隊向けの CCCPA の派遣前訓練プログラム (女性軍人向け

の専門訓練を含む) を一貫して支援してきました。 

私たちのパートナーシップは、CCCPA の訓練プログラムへの日本の関係者や専門家の積極的

な参加によってさらに実証されています。そして、この協力は、持続可能な平和と開発のための

Aswan Forumの戦略的パートナーとして私たちが日本と共有する豊かな歴史を強調しています。

この点で、Aswan Forum と TICAD の強力な相乗効果も注目に値します。なぜなら、どちらも

平和開発に取り組んでいるからです。どちらのフォーラムも、持続可能な平和と開発を達成する

ための強固で強靭な機関の構築を優先し、国家のオーナーシップに沿ったアフリカ主導の対応を

促進しています。そして、パートナーシップに関しては国家のオーナーシップが非常に重要であ

ることを強調しなければなりません。パートナーシップは、地域の優先事項や地域主導の取り組
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みにも反映されなければなりません。両フォーラムは、HDP（人道、開発、平和）のつながり

を強化する包括的かつ統合的なアプローチの推進を優先しています。 

さらに、日本政府は、第 21 回国連シニア・ミッション・リーダーズコース、第 23 回 IAPTC

年次会議など、平和活動に関連するいくつかのハイレベルイベントの開催において CCCPA を支

援してきました。2018 年には、任務から撤退までの平和維持活動のパフォーマンス強化に関す

るハイレベル地域会議がエジプトで開催されました。このイベントで興味深かったのは、「カイ

ロロードマップ：平和維持活動のパフォーマンス強化」と称する成果文書の採択に至ったことで

す。これは後に 2020年にアフリカの共通見解として採択されました。 

 

 

 

CCCPA における日本とエジプトの平和活動に関する協力関係はどうでしょうか。できるだけ

簡潔に述べたいと思いますが、私たちは文民保護（POC）に関する TOT コースをともに開催し

ました。また、ソマリア市民社会と ATMIS（アフリカ連合ソマリア移行ミッション）に対して、

平和と紛争に配慮した報道の能力強化のトレーニングも実施しました。 
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スライドに示すとおり、改訂された方針、ガイドライン、標準運用手順に関する、警察部隊

（FPU）の指揮官向けのワークショップを 2つ開催しました。 

 

 

 

そしてスライドには、アフリカ待機軍に対する一連の訓練を表示しています。 
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パートナーシップに関して、革新的とは言いませんが、非常に重要な訓練に焦点を当てたいと

思います。ご存知のように、平和維持活動の多くがフランス語圏の国に展開されていますが、例

えばエジプトの軍隊や警察はフランス語を話しません。しかし、現地の人々との信頼関係を築く

ために言語が重要であることが、いくつかの枠組みを通して強調されました。 

そこで、私たちは国際組織である LA Francophoneと協力して、平和維持要員のフランス語能

力を強化するための訓練コースを開催しました。すなわち、言語能力です。この訓練は、

MINUSCAに派遣される平和維持要員に対して実施しました。当時、私たちは平和活動における

気候・平和・安全保障に関する別の訓練も開催しましたが、このような興味深いコースを有する

訓練センターはそれほど多くないと思います。 
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ご列席の皆様、シンクタンクである CCCPAは平和活動に注力してきました。パートナーシッ

プを強化し、平和活動の将来について考えるための提言をいくつかお伝えしたいと思います。ま

ず、パキスタンで開催された第 28回 IAPTC年次会議で得られた重要なポイントをいくつか紹

介します。 

事務局として、昨年 11月に「訓練におけるパートナーシップと有意義なつながり」と題する

セッションの司会を務める機会に恵まれました。いくつか覚えておくべき重要なポイントを提供

します。まず、このシンポジウムのようなネットワークを活用する必要があるということです。

ネットワークの強みを過小評価してはいけません。ネットワークを構築することでアイデアが生

まれ、ギャップを埋めることが可能です。例えば、篠田教授とお話しした際に、彼が IGAD（政

府間開発機構）で行ったことについて教えてくれました。彼は私が見落としていたものを提供し

てくれました。IAPTC やシンポジウムのようなネットワークを駆使して、調整を密に各自の比

較優位性を活用し、1回の訓練 セッションを超えて継続性を高めることが重要です。平和訓練 

センターでは、1回の訓練を行ったきり停止してしまうことがあるのが問題です。1回限りの訓

練を超えて、訓練とパートナーシップに最新のテクノロジーを取り入れ、すべての平和活動の取

り組みにおいてコミットメント、適応性、革新性を促進する必要があります。最後に、意味のあ

るつながりを促進するための基本的な柱として、適応性と革新性の役割が重要です。 
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次に、私たちが NeTT4Peace の共同議長として行ったワークショップと、第 4 回 Aswan 

Forum の結論から、いくつかの重要なポイントについてお話ししたいと思います。UNDPO が

委託した独立研究を通じて平和活動の将来について考察し、新しいモデルを模索する進行中のプ

ロセスの一環として、CCCPA はNeTT4Peaceの戦略グループ会議の傍らで「平和活動の将来に

関するアフリカの視点」と題するワークショップを主催しました。このワークショップには、独

立研究の著者である元 SRSGの方と 12を超えるアフリカのシンクタンクが集まりました。 

平和活動に関する Aswan Forumのパネルには、国連、AU、EU の高官が参加しました。国連

平和活動局長、AU の政治・平和安全保障局長、ATMIS のミッション長も出席しました。私た

ちは、平和活動の将来について考えるために、すべての関係者を集めようと試みました。議論の

主な目的は、2025 年にベルリンで開催される国連平和維持活動閣僚級会合の準備プロセスに貢

献することです。例えば、この準備プロセスには 3 つの段階があります。1 つは来週、パートナ

ーシップをテーマにウルグアイで開催されます。すなわち、パートナーシップから開始しました。

2つ目はイスラマバード、ベルリン、そしてジャカルタで開催されます。 

これらのイベントを通じてどのような成果が得られたでしょうか。平和維持の課題は本質的に

安全保障上の問題を伴う政治的なものであり、その多くは、より深い政治的なダイナミクスを反

映しています。したがって、平和を持続するためには、政治的な解決を優先する必要があります。

結局のところ、政治的な解決策につきます。政治的な意志がなければ、平和維持ミッションは最

後まで仕事を成し遂げることはありません。第二に、平和維持の成功は現地住民の同意を得るこ

とにかかっており、マリやその他の地域で見られた状況がその明確な証左であると思います。持

続可能で永続的な平和と安定を達成するためには、現地住民からの支援が不可欠です。新たな委

託研究に反映されているように、将来の平和維持モデルは、アフリカの固有の現実と状況に深く

適応したものでなければなりません。 

したがって、篠田教授が述べられたように、アドホックな創造性が必要です。また、テーラ

ー・メードという言葉も付け加えたいと思います。それぞれのケースの特殊性に合わせて介入を

テーラー・メードする必要があります。国連と内外とのパートナーシップは、平和維持活動の有
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効性のために不可欠です。国連の縦割り組織を無くして、協力を促進し、取り組みを強化するこ

とが非常に重要です。ここで私が話しているのは、国連カントリーチーム、専門機関、平和維持

ミッションのことです。私たちは全員で協力しなければなりません。現在起こっている状況は、

それが機能していないことを証明しています。したがって、成功のためには全体的なアプローチ

が必要です。独立研究によって提案されたモデルは、私が述べてきたように、批判的に評価され、

アフリカの状況に合わせてテーラー・メードされなければなりません。現在進行中のアフリカ待

機軍（ASF）の見直しに基づいて構築されなければなりません。現在、アフリカ連合においてア

フリカ待機軍に関する見直しが行われています。これら 2 つの見直しは一致している必要があり

ます。我々は縦割りで作業している場合ではありません。我々は、パートナーシップについて議

論していますが、実際の現場では縦割りで作業が行われています。お互いに協議をしていません。

ドナーに関して言えば、特定のプロジェクトに対してそれを支援するドナーがある一方で、他に

2、3 のドナーが同じプロジェクトを支援しているということが、サハラの地域ではよくありま

す。 

したがって、ASFの現行の見直しと一致し、連携していく必要があります。渡邉センター長は、

冒頭の発表でブラヒミ報告と HIPPO（ハイレベル独立パネル）報告に言及されました。当時を

振り返って報告書を注意深く読むと、実際にこれまで着手してこなかった勧告が存在します。す

なわち、アイデアが欠如しているのではなく、実行が欠如していたのであり、時に一部は政治的

意志が欠如していたのです。すべては政治的意志の問題であり、戦略を行動に移す上での決定的

な要因です。 

そして最後に、これは私が特に重要視している問題ですが、平和活動による平和構築と紛争後

の復興・開発（PCRD）への貢献を増大させることです。例えば、将来の平和活動の成功のため

に不可欠な国家制度の強化や、長期的かつ持続可能な平和の基礎を構築する必要があります。 

ご列席の皆様、総括として、このシンポジウムや IAPTC、NeTT4Peace のような持続可能な

平和のネットワーク・プラットフォームの基盤がまさにパートナーシップであり、協力を促進し、

専門知識を共有して、能力のギャップを埋める上で重要な役割を果たすことを繰り返し述べて、

締めくくりたいと思います。 
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この機会を利用して有意義なつながりを築き、より平和で安全な未来に向けて協力していきま

しょう。 

どうもありがとうございました。 
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（モデレーター篠田氏：英） 

サーメハ様、ありがとうございます。時間が限られている中で、私たちが周知しているとおり、

CCCPA はさまざまな活動を行っており、先生のお話はいろいろな示唆に富んでいました。また、

CCCPA を中心としながら日本とエジプトのパートナーシップについても示してくださり、あり

がとうございます。また、ご親切にも今回のテーマに関連する、重要な文書を示してくれました。

決議 2719 については学界でも多く議論されていますが、そもそもどれほど重要であるかはまだ

わかっていません。そして、重要なポイントは、もし決議が特定のケースで実践された場合、決

議自体はケースバイケースで適用すると謳っていますが、アフリカ連合（AU）のミッションで

実施され、予算の 75％が国連加盟国の拠出金から賄われることになります。すなわち、国連の

平和維持活動ではない AU のミッションに日本が予算の 5％から 6％を負担する可能性があると

いうことです。それがいつ、どのように実施されるかはわかりませんが、変化が起こり得るとい

うことです。 

ではここで、アフリカからもう一人の著名なパネリストをご紹介したいと思います。駐日ケニ

ア共和国大使館付国防武官エスター・バーバラ・ワンジク陸軍大佐にお越しいただきました。ケ

ニアはご存知のとおり、さまざまな国際平和活動に参加し、さまざまな種類のパートナーシッ

プ・オペレーションに関わっています。ということで、彼女の見解をお話いただけると思います。

では、ワンジク大佐、お願いいたします。 
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パネル討議 

パネリスト：エスター・バーバラ・ワンジク陸軍大佐（駐日ケニア大使館付国防武官） 

（英語による発表：会場での同時通訳者による日本語通訳をもとに編集） 

 

 

 

篠田教授、どうもありがとうございます。谷嶋正仁空将、統合幕僚学校の将校の皆様、パネリ

スト、閣下、ご列席の皆様、こんにちは。先ほどご紹介いただきましたとおり、私はケニア大使

館の駐日国防武官のワンジクです。JPC（国際平和協力センター）を通じてこのような素晴らし

いイベントを企画していただいた日本政府に感謝申し上げます。昨年のシンポジウムでは聴衆と

して参加しましたが、今年はこの素晴らしいパネリストの一員になれて大変光栄に思います。本

日は私の国の大使もお越しくださり、ありがとうございます。大使はキャリア外交官であるだけ

でなく、平和と安全保障の問題に非常に情熱を持っている方です。難しい質問がありましたら、

遠慮なく大使にも投げかけてください。 

まずプレゼンテーションを始める前に、日本とケニアの関係についてお礼を申し上げたいと思

います。昨年、外交関係樹立 60 周年を迎えましたが、多種多様な関係に拡大してきました。今

年 2 月、ウィリアム・ルト大統領閣下が日本を訪問し、ケニア国防省と日本の防衛省の 2国の省

庁間で意図表明文書に署名し、将来における両国の防衛協力・交流を示しました。日本はまた、

平和支援作戦に関する訓練の COE として 2008 年に国際平和支援訓練センターが設立されて以

降、その重要なパートナーでもあります。それでは、私のプレゼンテーションに入りたいと思い

ます。 

  



 

73 

 

 

 

ご列席の皆様、本日お話しする内容をスライドに表示しています。簡単なイントロダクション

の後、ケニアの成果と貢献について、そして三角パートナーシップ・プログラムについてお話し

します。そして、さまざまなタイプのパートナーシップを実施する際の課題、関係者に対する期

待と進めた後、最後に総括したいと思います。 

 

 

 

ケニアは 1963年に国連に加盟して以来、グローバルな平和維持活動に多大な貢献を果たして

きました。1979年には旧ローデシア、現在のジンバブエで初めて包括的な PKO部隊への派遣を

実施しました。それ以来、ケニアは、国連、アフリカ統一機構（OAU）、アフリカ連合（AU）

及び英連邦平和維持ミッション（Commonwealth peacekeeping missions）活動に参加し続けて

います。もちろん、これはホスト国の同意を得た上でのことです。 
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世界的に見ると、ケニアはアフリカ有数の軍事要員派遣国であり、ユーゴスラビア、東ティモ

ール、スーダン、南スーダン、リベリア、シエラレオネ、ソマリアなど、国連やアフリカ連合の

注目度の高いミッションに派遣しています。スライドをご覧いただきたいと思います。過去 60

年間の派遣実績を示しています。 
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さらに、ケニアは地域の平和と安全保障の取り組みの促進にも関与しており、特にコンゴ民主

共和国の東アフリカ共同体地域部隊（EACRF）に 2,000 人以上の平和維持要員を率いて派遣し

ています。国連平和活動以外でケニアが実施した最も重要な活動の 1 つはソマリアで、2011 年

にリンダ・ンチ作戦の一環として派遣されました。この作戦の開始時に私は参加し、その後

2012年にアフリカ連合ソマリア・ミッション（AMISOM）に、2022年にアフリカ連合ソマリア

移行ミッション（ATMIS）に移行し、現在はアフリカ連合ソマリア支援安定化ミッション

（AUSSOM）への移行が検討されています。また、これらの派遣は、近隣諸国や地域諸国の安

定化に向けたケニアの取り組みを継続的に示しています。 
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ケニアが国連安全保障理事会の非常任理事国として 3 度目の就任を果たしたことで、安保理の

改革や気候変動に関する協議への参加のみならず、コンゴ民主共和国やハイチで進行中の紛争の

解決策を見出す活動にも参加する道が開かれました。多国籍安全保障支援（MSS）ミッション

のもとで、ケニア警察がハイチに派遣されて活動しています。 
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ご列席の皆様、国連と AU のミッションにおけるケニアの貢献と成果について、話すべきこと

はたくさんありますが、いくつか取り上げて紹介したいと思います。まずは、軍事要員を現地に

派遣して活動した貢献についてです。前にも述べたように、私たちはいくつかの平和維持活動に

参加し、40か国以上に対して 5万人以上の要員を派遣してきました。さらに国として果たしてき

たもう重要な役割と成果として、調停と外交による貢献があります。ケニアは、国連、AU、そ

の他の地域組織の枠組みで活動し、いくつかの和平協定の調停に尽力してきました。特に注目す

べきは、2005 年のスーダン包括的和平合意で、これは最終的に南スーダンの独立につながりま

した。 

さらなる別の成果として、紛争後の貢献があります。ケニアは、現地に部隊を派遣する軍事分

野のみならず、人道支援、開発プログラム、インフラ再建、医療の提供など、民間の分野でも紛

争後の活動に関与し続けてきました。 

さらに重要な貢献は、訓練と能力構築です。ケニアは、ケニア国内と他のアフリカ諸国からの

平和維持軍の訓練に投資してきました。前にも強調したように、ナイロビにある我が国の最高の

平和支援センターである国際平和支援訓練センター（IPSTC）は、アフリカ大陸を代表する機関

の 1 つであり、軍隊だけでなく警察や文民に対しても専門的な訓練を提供しています。このセン

ターは、複雑な任務に派遣される平和維持要員の準備を万端にして、その有効性の向上に貢献し

ています。 
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地域の安定への支援も、私たちが果たしてきた貢献の一つです。これは、ソマリアやその他の

東アフリカ諸国に参加した AMISOMや ATMISを通じて明確に示されています。 

さらに重要な貢献は、平和維持活動におけるアフリカの利益の擁護です。ケニアは国連の枠組

みの中でアフリカのニーズを擁護し、アフリカ主導の解決策の重要性とアフリカ大陸における平

和維持活動への支援強化を強調してきました。私は、これまでの 2 回の派遣で、こうした取り組

みの一部に参加できたことを光栄に思っています。 

さらに別の成果として、上級指揮官職を通じた貢献があります。ケニアは、さまざまなミッシ

ョンで軍司令官を含む指揮系統の最上位に複数の人材を任命してきました。こうしてケニアは、

経験を活用してミッションにおける戦略と作戦の一貫性の向上に寄与してきました。 

さらなる別の重要な貢献は、女性、平和、安全保障アジェンダへの取り組みです。ケニアは、

アフリカで国防省内にジェンダー政策を有する主要国の一つとして、このアジェンダを取り入れ

るべく数々の前進を遂げてきました。これは、女性要員の採用のみならず、その配置にも貢献し

ています。ケニアの平和維持部隊は、活動地域における数多のジェンダー問題に対処するための

訓練を受けています。この重要な一例が、ソマリアの女性関与チーム（FET）です。2 枚目の写

真に注目してください。ケニア国防軍の女性要員とソマリアの女性たちが一緒にいます。これは、

ソマリアの女性たちを社会経済活動に参加させ、彼女たちが何かすることを見つけるだけでなく、

家族の収入源を獲得するのを支援する活動です。これを通じて、私たちはソマリアの社会と協力

し、現地におけるプレゼンスを高める方法について女性たちから情報を得ることも可能としまし

た。上の写真は、国際連合アフリカ連合ダルフール派遣団（UNAMID）における役割が認めら

れ、2020 年の国連軍事ジェンダー・アドボケイト・オブ・ザ・イヤー賞を受賞した Steplyne 

Nyaboga 少佐です。Nyaboga 少佐は、その努力を通じて、ミッション全体に新たな視点を導入

し、重要なジェンダーに対する認識を高め、女性への関与を強化することに貢献しました。 
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ここで別の種類のパートナーシップ、すなわち三角パートナーシップ・プログラム（TPP）に

ついてお話ししたいと思います。 

 

 

 

TPP は、2014 年の PKO サミットの成果を受けて、2015 年に立ち上げられた協力枠組みです。

TPPは当初、工兵（施設）分野に重点を置いていましたが、時を経て、野外衛生、C4ISR、宿営

地警備技術を含む 4つのテーマ領域に拡大しました。TPP の主な成果の一部を挙げると、4 つの

プロジェクトにおける能力構築、機器の購入とメンテナンスの支援、教官に対する訓練、派遣前

の女性通信幹部を対象としたアウトリーチコース、遠隔医療の導入及び訓練などがあります。 
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ケニアは、国連および日本と連携して、ナイロビの人道平和支援学校（HPSS）で TPPを開催

しています。この学校は、工兵（施設）分野をベースとしながら、他の 3 つのプロジェクトを含

めて 400人以上の参加者が平和維持要員としての能力を高め、効率性と有効性を向上させること

を目的としています。日本は、長年にわたり知的なパートナーシップとして有能な教官を提供す

るのみならず、訓練を維持できるための資金を提供し、このプログラムに多大な支援を続けてき

ました。さらに、2024 年 6 月には、日本がここ東京で TPP ステークホルダーズ・ワークショッ

プを主催しました。このワークショップでは、TPPの見直し、意見聞き取り、および再構築のセ

ッションが行われ、プログラムの将来について議論されました。また、ワークショップでは、こ

のプログラムの持続可能性を確保するという日本の取り組みがさらに示されました。TPPの今後

の焦点と、日本などのスポンサー国に期待することは、対象範囲の拡大に向けた訓練の増加です。

工兵（施設）分野における一例として、バーティカルなエンジニアリングの試行が考えられます。

これは水の供給であり、部隊の保護よりも多くの人々に影響を与える活動の訓練の追加提案です。

さらに、財政の提供による継続的な支援も重要であると考えています。 
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さまざまなパートナーシップの協定において、さまざまな課題があります。その一部は、前の

講演者も言及していますが、引き続き直面している課題のいくつかについて簡単に説明したいと

思います。 
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1 つは、政治的および戦略的な不一致です。AU はアフリカ中心ですが、国連は非常にグロー

バルです。この 2 つを結び付けようとすると、特定のアフリカの問題が脇に追いやられたり、ア

フリカ大陸における AUの役割が薄れたりすることがあります。 

私たちが直面しているさらなる課題は、経済の格差と貿易上の対立です。AU 主導の平和維持

活動や開発プロジェクトの資金は、時には資金不足に直面し、主に国連加盟国、そしてドナーか

らの寄付に大きく依存しています。特定のケースにおいては、彼らのプライオリティが AU のプ

ライオリティと合致しないことがあり、それが課題となります。 

パートナーシップを実施する際のさらなる別の課題は、官僚的および運用上の制約です。組織

内では、官僚的な手続きに直面します。すなわち、2 つの巨大で独立した組織があるわけですが、

他の組織との調整において、官僚的な手続きやプロセスに共同承認が必要なため、簡単な人道的

支援も迅速に対応できないことが起こり得ます。 

さら別の重要な課題は、主権と国家利益についてです。この場合も、アフリカ対グローバルの

構図です。国際ミッションの中には、一部の国の主権を侵害していると見なされ、AU が意思決

定プロセスで脇に追いやられていると感じてしまう可能性があります。 

さらに別の制約として、法的、構造的な枠組みの違いに端を発するものがあります。手続き上

でさまざまな法的な課題に直面しますが、新たに設置する枠組みにおいて課題を克服する上で、

法的。構造的に困難になる可能性があります。 

私が言及する最後の課題は、世論と国内の反対です。さまざまな取り組みの中には、一部の国

において肯定的に受け止められないことが起こり得ます。一部のアフリカ諸国の世論は、歴史的

な経緯に鑑みて国際ミッションの介入に懐疑的な見方があり得ます。これがパートナーシップに

おける連携の際の課題となります。他にもさまざまな問題があるでしょう。 
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ご列席の皆様、前の発表者もおっしゃったように、私は決定的な解決策を提示するのではなく、

平和と安全における国際パートナーとしてのすべての関係者に対する期待を単に提案したいと思

います。平和を回復するための目的に適った取り組みを確実に行うことによって、多国間の協力

と調整を強化することが期待されます。 
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まず期待することは、AU、国連、EUなど、組織間の連携と協力の強化が求められます。複

雑な紛争には多国間のアプローチが必要であり、パートナーシップは不可避です。協調的なミッ

ションにより、できるだけ資源を共有しコストを減らして、ミッションの調整を密に一貫性を向

上させることが必要です。 

平和活動にコミュニティを関与させることも非常に重要です。平和活動に地域の視点を取り入

れ、地域の関心を優先させる必要があります。重要な例として、私が先に示したソマリアの女性

関与チームでは、平和活動が地域のニーズに応えている場合にはより効果的にミッションを進め

ることができました。 

さらなる期待として、前にも言及した地域組織に対する支援が挙げられます。平和活動は非常

に多額の費用を要するものです。これらの費用の一部を軽減するための私たちの提案は、既存の

組織を支援することです。その一例は、東アフリカ待機軍（EASF）であり、この地域メカニズ

ムが迅速な予防的展開の能力を提供し、地域の問題にカスタマイズされた解決策を提供すること

に繋がります。 

さらに別の期待は、根本的な問題への対処に重点を置くことです。紛争の根本原因への取り組

むに焦点を当てる必要があります。紛争地域では、その根本的な原因として、貧困、政治的排

除、資源の競争、経済格差などの要因が挙げられます。永続的な平和はこれらの不平等に取り組

むことによってのみ達成できるのです。これらの不平等に取り組まなければ、別の種類の解決策

をただ模索しているだけになってしまいます。 
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さらに期待することとして、新たな脅威や技術の進歩に適応することが求められています。平

和活動は、カーン少将が基調講演で言及されたように、サイバーの脅威、誤情報、ハイブリッド

戦争、気候変動による不可避な移住など、新たな課題に対応する必要があります。国連や AU が

ステートメントを発表する前に、TikTok や Twitter に写真が溢れる状況に直面しており、紛争

の中でオペレーションを行う際には、それをとりまく環境の変化をよく認識する必要があります。

紛争がますます複雑になるにつれて、平和活動は伝統的な脅威のみならず、非伝統的な脅威にも

対処できるだけの技術的な装備と能力を備える必要があるということです。 

さらに期待することは、環境の持続可能性と気候変動に配慮したアプローチです。気候変動は

資源をめぐる競争を激化させるため、環境のリスク評価と資源紛争の管理に加えて、情勢不安の

根本的な原因に対処するための戦略を平和活動に含めて対応する必要があります。 

最後に述べる期待は、長期的な平和構築と開発支援が必要であるということです。すなわち、

平和活動が短期的な介入にとどまるのではなく、長期的な平和構築と紛争後の復興支援にも貢献

しなければなりません。平和活動の成功は、安定から開発・能力構築に移行し、平和と独立を維

持する強靭な国家を生み出すことで達成されます。おそらく、これによって、基調講演で示され

たサッカーの喩えのような状況も避けられるでしょう。 
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最後に、皆様、国際社会は、軍事と非軍事の取り組み、予防と対処の戦略、ローカルとグロー

バルの視点を組み合わせたパートナーシップを通じて、平和活動に対してより包括的なアプロー

チを採用することが期待されていると申し上げたいと思います。焦点となるのは、暴力を食い止

めるだけではなく、安定した強靭な社会への道筋をつけるための平和活動です。ケニアが国連や

アフリカ連合の平和維持活動などに積極的に関与するのは、国際平和と安全へのコミットメント

を示しているだけではありません。アフリカの安定、平和、発展を促進するための、より広範な

外交政策の目標を反映しています。ケニアは、将来を見据えた防衛政策を推進し、グローバルな

平和と安全に向けた取り組みのためのパートナーシップを構築し、連携、主導できるアンカー・

ステートとしての地位を確立しました。ありがとうございました。 
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（モデレーター篠田氏：英） 

ワンジク大佐、ありがとうございました。非常に豊かで包括的なプレゼンテーションを頂戴い

たしました。また、非常に多くの情報いただき、ケニアが非常に国際的な平和活動に対して積極

的に活動していらっしゃるということがよく分かりました。また、ケニアと日本のパートナーシ

ップについてもご説明いただきました。これは我々が誇りとするところでもあります。 

ではこのパネルの最後のプレゼンターである、松村元陸将にお願いします。松村様は、国際平

和活動についての専門家でいらっしゃいます。ここで我々のテーマに合わせた提案を頂戴したい

と思います。では、お願いいたします。 
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パネル討議 

パネリスト：松村五郎（元陸上自衛隊東北方面総監・陸将） 

（日本語による発表） 

 

 

 

篠田先生ありがとうございます。日本語でお話をさせていただきます。英語のスピーカーの方

はイヤホンをつけていただけますでしょうか。 

8 年前に自衛隊を退官した元陸上自衛隊東北方面総監の松村です。これからお話しする内容は

PKO に関する実務家や研究者としてのお話ではなく、私が退官後に国際安全保障研究全般を行

ってきた中で考えたことですので、現在の国連 PKO を部外者が外から見たときにこのような視

点もあるということで発表したいと思います。 
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発表の内容は画面の通りで、前半は戦争全般について国際法上の考え方と、それを敷衍した戦

争への向き合い方について。後半はその考え方を PKO に適用した場合、どのようなインプリケ

ーションが生まれてくるかについてお話ししたいと思います。 

 

 

 

最初に、戦争に関する国際法の考え方ですが、これは大きくユス・アド・ベルムと呼ばれる

「戦争大義のルール」と、ユス・イン・ベロと呼ばれる「戦争方法のルール」に分かれています。 
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「戦争大義のルール」とは、戦争に訴えること自体を規律する規範であり、戦争違法化以前は

開戦手続きに関する法規等を指していましたが、国連憲章において「武力による威嚇及び武力の

行使」が違法化された後には、国連憲章に沿った自衛権の行使に当たるのか否かが、主要なルー

ル上の論点となっています。これは、戦争に至った経緯を総合的に判断した上で、ルール違反か

どうかを問うものです。 

 

 

 

これに対して「戦争方法のルール」とは、戦時における戦闘の手段・方法を規律する規範であ

り、ハーグ条約やジュネーブ条約などで定められた、非戦闘員の保護や捕虜取り扱いに関するル

ールなどが含まれます。この場合は、実際におきた個別の事象ごとにその適否が判断されます。 
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そして重要な点は、「戦争方法のルール」は「戦争大義のルール」の影響を受けないというこ

とです。つまり、その戦争に関して大義がある側、例えば自衛権の行使であっても、「戦争方法

のルール」を守らなければ、国際法違反となります。 

 

 

 

以上は法律論でしたが、法律から離れて、この「考え方」から戦争に対する向き合い方を考え

てみると、どうなるでしょうか。 
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例えば、ウクライナ戦争の例で言えば、「ロシアによるウクライナ侵攻は国連憲章に反してお

り、ロシアは部隊を引き揚げて占領地を返還すべきである」というのは、戦争の大義の問題です。 

これに対して、戦争で棄損されている人権の問題としてウクライナ戦争を見る場合には、「ロ

シア、ウクライナの双方は、非戦闘員の被害を避けるよう努力し、支配下の住民の権利を守ると

もに、捕虜を適切に処遇すべきである」ということが言えます。  
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同様に、イスラエル・ハマス間の紛争の例でいえば、戦争の大義の観点からは「イスラエルは

ハマスからの攻撃に対し自衛権を行使する権利を有するが、その自衛権は無制限のものではない」

という主張ができるでしょう。 

一方、戦争で棄損されている人権という観点からは、「イスラエル、ハマスの双方は、非戦闘

員の被害を最小限にとどめるよう努力するとともに、住民の権利を守るべきである」という主張

が、妥当性を持つでしょう。 
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「戦争の大義に関する問題」は国際秩序を守る上で極めて重要であり、その議論に基づいて正

当な紛争の解決に導く努力は不可欠なものです。しかし、実際の力関係の中でその実現には時間

がかかったり、妥協を強いられたりすることがあるのも事実です。それでも、戦争が起きている

間、現地の住民の人権が侵害された状況は続くわけであり、紛争解決の努力と並行して、さまざ

まな工夫により住民の人権を守る努力を継続することもまた重要だと言えましょう。例えば、本

年9月、ガザ地区においてポリオワクチン接種のための一時停戦が成立したのも、このような考

え方に基づくものです。 
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そこで、正当な紛争解決を目指す努力と、住民の人権を守るための努力は、 

－ 同時並行的に行われるのみならず、 

－ それぞれ独立して継続されなくてはならない 

そして、紛争解決を推進する主体と、人権擁護を推進する主体は、 

－ 分離されていることが望ましい 

というのは、妥当な考えだと考えていいと思います。 

 

 

 

この考え方を、平和維持活動に適用してみるとどうなるでしょうか。 
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近年の国連平和維持活動のマンデートには、「紛争解決・平和構築」に関するものと「住民の

人権擁護」に関するものの両方が含まれていることが多いと思います。 
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例えば、中央アフリカに展開するMINUSCAの設立当初のマンデートは、この7項目でした。 

この中で、「紛争解決・平和構築」に関するマンデートは、②の「移行プロセス実行の支

援」、⑥の「国内的、国際的正義と法の支配への支援」及び⑦の「武装解除・動員解除・再統

合及び本国帰還」です。 

また、「住民の人権」の擁護に関するマンデートは、①の「文民保護」と③の「人道支援の

即時、完全かつ安全な、妨害されない提供の促進」の２つです。 

他の2つのマンデートは、両方に関わるもので、「国連の防護」そして「人権の促進と擁護」

です。人権の「促進」については政治プロセスも含むので、これは両方に関わるものだと考えま

した。 
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これら二種類の性格の異なるマンデートを遂行することと関係しているのが、かつての「中立

性」に替わって、近年のPKOミッション遂行上の原則であるとされる「impartiality」すなわち

「公平性」又は「普遍性」の原則が持つ二義性です。この原則が意味する内容は、 

a.「 紛争解決のための政治的取り決めに適った行動を取っているか」と、 

b.「 人類に普遍的な人権擁護の規範に適った行動を取っているか」 

の二通りの判断基準があります。 

現地勢力にとってa.の「政治的取決め」に関しては見解が分かれることもあるので、国連側が

公平・不偏だと考えても同意せず、現地勢力がPKO部隊と対立することも起こります。PKO部

隊はこれらのa.とb.の原則を同時に遂行しようとするため、b.を目的に行動している際にも、現

地勢力が敵対的態度を取ることが起きると考えられます。 
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そこで一つ提言があります。 

 

 

 

それは、「紛争解決」のためのPKOミッションと、「人権擁護」のための人権擁護ミッショ

ンを、完全に分離、独立させることです。これら両ミッションはそれぞれ軍事部門を持つことが

あり得ますが、その上部組織と指揮系統は完全に分離し、それぞれ別々に行動するというもので

す。例えばPKOミッションが「ブルーヘルメット」ならば、人権擁護ミッションは「オレンジ

ヘルメット」をかぶって、まったく別の部隊として行動するのです。 
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人権擁護ミッションは、中長期の平和構築には関与せず、当面の人権上の課題解決に専念しま

す。例えば、食料配布、衛生状況改善、医療、教育、住民の安全確保などです。 

人権関連であっても、政府構築の過程での人権確保の制度化など、政治にかかわる部分は

PKOミッションが所掌します。特に、各勢力の同意を得るまで、政治プロセスが必要な「言

論・結社の自由」の促進などは、完全に政治マターなので、PKOミッションの担当です。 
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人権擁護ミッションの行動に当たっては、現地勢力の同意の下、安全の保証取り付けに努める

ことになりますが、妨害行為に備えた自衛のための軍事能力は保持します。国連の各機関や

NGO等による人権擁護のための活動は、できる限りこの人権擁護ミッションに包摂し、必要な

場合には護衛のための武装部隊を帯同して活動を継続することになります。 

本日のテーマである「パートナーシップ」との関係では、国連が人権擁護ミッションを担い、

AUなどの地域機関がPKOミッションを担うという任務の分担も考えられるでしょう。 
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この際の課題として、「居住地域などによって住民の中に政治性があることをどう扱うか」と

いう問題があります。 

解決策として、各勢力からの同意を得るため、人権擁護のための個々の活動の必要性に関して

説得し、同意を得ることが必要です。そのうえで、人権擁護ミッションとしては、自衛のための

必要最小限の行動はとるが、誰とも敵対しないという「中立性」の原則を重視した運用が求めら

れることになると考えます。 

以上で、私からの発表を終わります。ご清聴、ありがとうございました。 
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（モデレーター篠田氏：英） 

松村様、非常に刺激的なアイデアをありがとうございます。また、要点を強調するためにプレ

ゼンテーションをできるだけ簡潔にしていただき、ご協力に感謝いたします。私たちがパートナ

ーシップ平和活動や将来の平和活動を行う場合は、松村様の考えに敬意を表し、より刺激的で意

味のあるものにしていきます。 

ここでコメンテーターの中谷先生からご意見を聞きたいのですが、休憩の時間が来てしまいま

した。まずは10分の休憩にし、休憩後のセッションで中谷先生からコメントを頂戴したいと思い

ます。次のプログラムは午後4時50分に再開しますので、その時までにお席にお戻りください。

ありがとうございます。 
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全体討議 

：英 … 英語による発言（会場での同時通訳者による日本語通訳をもとに編集） 

：日 … 日本語による発言 

モデレーター：篠田英朗氏（東京外国語大学大学院教授） 

コメンテーター：中谷純江氏（一橋大学講師、国連本部平和活動局 安全調整担当官（休職中）） 

 

（モデレーター篠田氏：英） 

セッションを再開いたします。まず、中谷先生のコメントをお聞きするところから始めていき

たいと思います。 

 

（中谷氏：英） 

今回プレゼンテーションを拝聴し、パネリストの方々からパートナーシップと平和維持に関す

る非常に豊かで包括的な見解をお聞きできたので、いくつかのテーマを取り上げ、自分の平和活

動の経験に基づいてコメントしたいと思います。私は国連事務局の平和活動局で 15 年間、主に

スーダンと南スーダンでさまざまな活動を行ってきました。私が国連に入った当時は平和維持活

動局（Department of Peacekeeping Operations）でしたが、現在の平和活動局（Department of 

Peace Operations）で、最初の仕事はダルフールにおける国連・アフリカ連合ハイブリッドミッ

ションでした。その後の 15 年間で、事務局の雰囲気は大きく変わりました。現在、平和維持活

動に研究や実践に携わっている私たちの間には不安が拡がっています。 

パネリストの方々のプレゼンテーションを通しての最初のテーマは情勢の変化についてです。

これは皆さん周知のことかと思いますけれども、平和維持活動の本格的な拒絶は私たちに大きな

打撃を与えました。マリから追い出された事実、南スーダンやコンゴ民主共和国における活動が

いつまで展開できるのか分かりません。それは国連だけでなく、特に西アフリカではフランスや

米国も安全保障協力の枠組みの終了を求められました。国際介入に対する強い反対感情が特にア

フリカで見られます。では、これらの国々、彼らのリーダーシップ、そして人々とどのように関

わっていくのでしょうか。 国連だけではありません。マリのクーデター後、これらの国々は地

域機構である西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS）の調停努力も拒否しました。反植民地主

義だけでなく、外部関与の縮小も見られます。さらに、これはアフリカだけの傾向ではありませ

ん。選挙結果を見ると、米国のほか、ヨーロッパや他の大陸でも移民に対する感情、ナショナリ

ズム、国連だけでなく外交全体への資金削減が見られます。また、これまで紛争国における平和

維持ミッションについて議論してきましたが、忘れてはならないのは、紛争が人々の犠牲の主要

因ではないということです。統計を見ると、組織犯罪、ギャングによる暴力、殺人が紛争よりも

多くの人々の命を奪っていることがわかります。 また、気候変動や自然災害は、紛争よりも多

くの人々から住む場所を奪っています。したがって、私たちは、国際平和と安全が現在及び将来

において何を意味するのかを再定義する必要があるかもしれません。これが私たちの住む世界の

現状です。この点について、パネリストの方々から幅広くコメントをいただきました。したがっ

て、私はそれをより大きな政治的文脈で補完したいと思いました。 

二つ目として、パネリストの方々が、組織化された暴力、犯罪、気候変動などの新たな脅威に

ついて話されました。また、大規模な国際的介入に対する反対の感情が高まっているため、大規
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模な平和維持活動の新たな展開は行われていません。それは再び、平和維持活動の関与の枠組み

を再考する必要があることを意味しています。保護と平和創造を切り離すというアイデアについ

ては後ほどコメントしたいと思いますが、新たなモデルが必要であるということ、サーメハ氏が

パネル発表において言及された研究「平和維持の将来、新たなモデル、及び関連能力」は、新し

い課題の認識です。この中には、サイバーセキュリティ、海上安全保障、自然災害対応、インフ

ラの安全確保、都市の安全保障などについて言及されています。これは恐らく、今日の課題に対

応するために必要な介入と求められる専門知識について議論する出発点になるでしょう。リスト

を実際に見ると、多くの分野において国連には専門知識がありません。専門知識は加盟国から提

供される必要があります。すなわち、軍事要員や警察を派遣する国や、日本などの支援国です。

国連が加盟国から専門知識を得て、それを必要とする国に移転する調整役を果たすことが想定で

きます。トレーニングを提供することで、知識の相互移転と新しい課題に対応するために必要な

専門知識の循環が行われます。これが新しい平和維持の一つのモデルになるかもしれません。 

しかし、そのためにはさまざまな形でミッションのプランニングをしなければいけません。こ

れは本日のトピックではないので詳細には触れませんが、日本やその他の国でも官僚的な計画プ

ロセスに時間を費やしたことがある方なら、私が言わんとしていることがお分かりいただけると

思います。これは委員会によって計画され、非常に内なる議論で進められます。ミッションを計

画する際、ダルフールや南スーダンであれ、それをリードする局が議論を調整します。国連カン

トリーチーム、すなわちエージェンシー、スポンサーのプログラムや他の部局が同じ部屋に集ま

り、基本的には内部再配分が行われます。すなわち、誰がパイの一部を得るのか。これは、冒頭

で述べられたような創造的で柔軟な計画のニーズとは大きく異なり、同じくサーメハ氏が言及さ

れた計画の縦割り化の解消ともかけ離れています。 

最後に述べるのは、新しい平和維持の概念、あるいはむしろ平和のプロセスと言ったほうがい

いかもしれません。松村氏の提案は非常に興味深いもので、国際的な平和支援の全体的な概念に

疑問を投げかけています。私たちは依然として、まず調停があり、その後に和平協定があり、そ

の後に初めて平和維持が行われるという介入のベーシックな考えを持っています。しかし、パネ

リストの方々が述べたように、これは今日の広範な課題を考えると非常に制約的であり、和平協

定を待っている間にも人々が命を失っているわけです。では、どうすればいいのでしょうか。こ

れがまさに松村氏の提案を推進する理由です。私はこの枠組みを再考しなければならないと思い

ます。非常に従来型であり、政府対政府または政府対反政府勢力という二者間の対立を前提とし

ていますが、先ほどカーン少将がおっしゃっていた、非常に多くのプレイヤーが入るサッカーゲ

ームの像とは一致しません。現状は、プレイヤーが多過ぎて、非常に混沌としています。では、

どう対処すればいいのでしょうか。現在の枠組みは実際には適切でないかもしれず、異なるさま

ざまな種類のパートナーシップが必要になるかもしれません。 

最後に一つコメントとして、現在の財政的にも政治的にも縮小している状況においては、平和

維持への投資が国内的に外交政策のツールとして意味を持つ必要があります。私たちは、国内的

な意味付けを無視してきたかもしれません。医療支援への投資は、知識の交換や国際的な新興の

医療支援の移転として考えるならば、日本はそれから利益を得られるかもしれず、意味があるか

もしれません。そして、諸国にとっても、サイバーセキュリティの専門知識を持つことで利益を

得られる可能性があります。それが国連を通じてであれ、他の方法であれです。したがって、こ
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れが私たちにとって何を意味するのか、議論を始める必要があると思います。平和維持に投資す

ることは良い行いであると当然のように考えるのではなく、なぜそれが私たちにとって重要なの

か。残念ながら、現在はそのような考え方は衰退しつつあります。ありがとうございました。 

 

（モデレーター篠田氏：英） 

中谷先生、ありがとうございました。では、フロアから質疑又はコメントを受け付けたいと思

います。 

 

（会場参加者１：英） 

司会の方、どうもありがとうございます。そして、同僚と共に、防衛省統合幕僚学校の学校長

にこのような大事な席へのご招待に、感謝の意を表したいと思います。アンケートフォームにコ

メントとして、もっと時間を取って、個別のセッションも設けて欲しいと記述しました。 

いくつか簡単にコメントをさせていただきます。まず、ケニアにおける国連と国連におけるケ

ニアの中で、グローバルな平和の果たす役割についてです。私たちは平和活動を、世界の平和と

安全において、価値提案の非常に強力な要素と考えており、兵士を派遣しているすべての国々と、

これらの活動を積極的に支援している日本のような国々に感謝しています。 

次に、パートナーシップの問題についてコメントしたいと思います。知識に基づく決定と派遣

について話してくれたカーン少将に感謝します。外交官として、またナイロビの国際平和支援訓

練センター（IPSTC）の卒業生として、平和活動のプロセスについて外交官を訓練するのは重要

なことであると思います。政治的なプロセスを主導するのは外交官であり、平和を実現するイネ

イブラーとして見ることができます。知識に基づく派遣はパートナーの能力構築を伴います。パ

ートナーには外交官も含まれ。これにより、平和活動の統合モデルと呼ぶべきものを達成するこ

とができます。 

次に、紛争を取り巻く政治的言語の複雑さについてです。国連がすべての提案を承認しない理

由の一つは、政治的言語です。私たちはパートナーとして、平和プロセスのローカル・オーナー

シップを構築する方法を見つけなければなりません。これにより、平和プロセスを取り巻く政治

的言語の複雑さに対処することができます。 

三つ目の問題は、言語の移行についてです。中谷先生に同意したいと思います。これまでの文

書の中には、ケニアの外交においてもそうですが、青年、平和、安全保障（Youth, Peace and 

Security）について多く議論してきました。しかし、私たちが推進すべきは、青年、民主主義、

リーダーシップ（Youth, Democracy and Leadership）であると思います。平和活動は、若者が

もはやリーダーシップを学ぶのではなく、リーダーシップを奪っているという現実にどのように

適応するのでしょうか。最近、アフリカ諸国のいくつかの国で、一般的に若いと見なされるリー

ダーが、平和と安全の課題に対処する解決策はリーダーの役割を引き受けることであると考えて

いるという事実を聞いたばかりです。 

四つ目は、ケニアとして学んだ教訓です。コンゴ民主共和国（DRC）とソマリアの事例では、

平和維持、平和活動、平和プロセスは、国々が地域への帰属意識を持ったときに、より良い結果

をもたらすことがわかりました。ソマリアと DRC を東アフリカのコミュニティへ統合または移

行することは、両国への介入の成功において非常に重要です。地域内で国同士が政治的協力関係
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を持つと、地域の公共財としての安全と平和を切望し標準化するいくつかの要素が生まれます。

そういった側面を構築するパートナーシップは、国々の地域的な進展に繋がるわけです。 

最後に、最も重要なコメントをお伝えしますが、パートナーとして、即応メカニズムへの投資

について議論する必要があると思います。即応能力は、ケニアのような介入を厭わない国々に対

して不足している技術やリソースを提供します。ここで、日本が世界中で行っている海外への安

全保障支援イニシアティブに称賛を送りたいと思います。特に地域の安全保障インフラへの投資

において、アフリカは大いに恩恵を受けています。これにより、諸国が迅速に展開し状況に対処

する能力が補完されています。平和活動に取り組み、政治プロセスをサポートする能力を構築す

ることは重要です。例えば、DRC では、デュアルトラックがありました。地上に軍がいるのに

加えて、政治的プロセスも存在し。これらの 2 つの政策はうまく補完し合いました。紛争下では、

統合されたメカニズムとデュアルトラックを実行できることが非常に重要なのです。 

司会者に再度の感謝の意を表し、この議論がさらに発展することを期待しています。ありがと

うございました。 

 

（モデレーター篠田氏：英） 

どうもありがとうございます。貴重な視点を提供していただき、感謝いたします。皆さんがあ

なたのご発言から恩恵を受けています。本当にありがとうございます。それでは、他にコメント

や質問はありますか。 

 

（会場参加者２：英） 

ありがとうございます。まず初めに、パネリストの皆さんに素晴らしいプレゼンテーションを

していただいたこと、そしてこの重要なシンポジウムにご招待いただいたことに感謝いたします。 

いくつかコメントをさせていただきます。まず、日本政府とルワンダ政府の間の良好な関係を

強調したいと思います。いくつかの重要な関与を通じて、平和支援活動における地域の安全保障

セクター関係者の能力強化に繋がっています。今年の東京国際アフリカ開発会議（TICAD）閣

僚会議では、日本が女性、平和、安全保障（WPS）のアジェンダにコミットすることを再確認

しました。その会議での議論は、平和プロセスにおける女性の参加を支援し、持続可能な平和を

達成するためにジェンダーの視点を主流化することの重要性を強調しました。この支援は一貫し

ており、2022 年 1 月には、ルワンダ平和アカデミーが日本政府と国連開発計画（UNDP）と協

力して、平和支援活動におけるジェンダーの動態に対する参加者の理解を深めるためのコースを

実施しました。このトレーニングは、平和維持活動における女性参加の重要性と、ケニアのスピ

ーカーが述べたように、そうした任務におけるジェンダーの視点を統合する重要性を強調しまし

た。私たちはこれが非常に重要な側面であり、ルワンダはそれにコミットしていると考えていま

す。これらのイニシアティブは、ジェンダーの包括性に焦点を当て、紛争下で女性が直面する課

題に対処する日本の継続的なコミットメントを反映していると考えています。 

すべての発表者が述べたように、パートナーシップは非常に重要であり、そして同僚が述べた

ように、平和維持任務における能力構築の強化が必要です。これは、直接関与する人々だけでな

く、私たち外交官やその他の関係者全員にとっても重要です。また、アフリカ連合、東アフリカ
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のコミュニティなどと共にイニシアティブを強化することも重要です。そして、現地の現状を考

慮し、その支援を受ける人々を巻き込んでいくプロセスも非常に重要です。 

皆さんが大変素晴らしい提言をされたと思います。私はそれらの提言を支持し、それを考慮す

ることが非常に重要であることを強調したいと思います。ありがとうございました。 

 

（モデレーター篠田氏：英） 

どうもありがとうございます。ルワンダが国際平和活動コミュニティへの常に素晴らしい貢献

者であることを私たちは知っています。それでは、他にコメントや質問はありますか。 

 

（会場参加者３：英） 

どうもありがとうございます、篠田先生、素晴らしいモデレーションです。日本の防衛省の皆

さま、このすばらしいシンポジウムの企画とご招待に感謝いたします。また、パネリストの皆さ

ん、素晴らしいブレインストーミングと意見交換に感謝します。先ほど、ラジャ・カーン少将が

行った国連に関するプレゼンテーションについて、少しコメントさせていただきます。 

スーダンで国連ミッションの活動に参加しているパキスタン軍に感謝します。彼らは非常に優

秀で、我が国の外務省や他の部門からも高く評価されています。ありがとうございます。プレゼ

ンテーションに関してですが、財政問題がミッションの主要な課題であり、ミッション全体の失

敗の一因になったと考えています。特に、財政問題により、ミッション内のアフリカ連合部隊

（AU component）は、問題解決に対するオーナーシップを持てませんでした。したがって、ア

フリカの問題をアフリカが解決するという非常に明確な目標を持つアフリカ連合部隊にとって、

このオーナーシップの欠如はフラストレーションを引き起こしました。これにより、ミッション

のマンデートを巡る競争が生じ、類似の問題も引き起こされました。これらが、スーダン政府と

の協力に関するミッションの主な懸念事項だったと思います。スーダン政府はこのミッションに

対して非常に大きな支援を申し出、国連職員の移動中にスーダン軍が護衛するなど、その支援と

保護を示しました。これが指摘の一つです。 

もう一つは、終了に向けたプロセスにおいて政府が柔軟性を示し、非常に誠実で段階的な交渉

プロセスを進めたことです。これらは国連で文書化されました。当時、国連にいた中谷先生も私

に同意してくれると思います。国の主権に関する主要な懸念事項がミッションのマンデートと矛

盾していたと我々は考えています。例えば、国連はかつてスーダン全体の人権状況について報告

書を書いていましたが、マンデートはダルフールに限定されていました。これは将来のミッショ

ンで考慮されるべき問題の一つだと思います。 

皆さんは、パートナーシップについて話をされましたが、そのパートナーシップの鍵となるの

はホスト国自体であるべきだと思います。パートナーシップについて話すとき、国連や支援国に

ついてだけではなく、政府の役割を見ればその受け入れと協力が最も重要であることが分かりま

す。これは国連のケースに限ったことではなく、すべてのケースにおいてホスト国との協力が問

題であったことが分かります。したがって、将来、ミッションを成功させる必要があるならば、

ホスト国との緊密な協力と調整が必要だと思います。ありがとうございました。 
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（モデレーター篠田氏：英） 

補足的な情報をありがとうございました。カーン少将、何かコメントされますか。 

 

（カーン少将：英） 

パキスタン部隊のプレゼンスと貢献を認めてくださり感謝したいと思います。お伝えいただい

たように、非常に困難な任務でしたが、皆が協力して安定をもたらしました。マンデートの内容

については確かに問題がありましたが、軍隊では「一人の悪い将軍は二人の良い将軍よりもまし

だ」と言います。つまり、二人の異なる上司がいると、たとえ彼らが非常に優れていても、常に

争いが生じます。したがって、報告し指示を受ける一人の上司がいる方が良いのです。非常に啓

発的なコメントをいただき、ありがとうございました。そして、再度感謝します。ありがとうご

ざいます。 

 

（モデレーター篠田氏：英） 

どうもありがとうございます。それでは、引き続き、質問やコメントをどうぞ。 

 

（会場参加者４：英） 

皆さん、こんにちは。この国際平和活動の課題をテーマとしたシンポジウムにご招待をありが

とうございます。洞察に満ちたプレゼンテーションをしてくださったパネリストの皆さん、そし

て司会の方にも感謝いたします。 

簡潔にコメントしますが、ハイチにおけるケニアのミッションは非常に有益です。ハイチの治

安は依然として不安定ですが、願わくは十分なリソースと、特に財源があれば、このミッション

はマンデートを達成し、ハイチの安全と平和に貢献することができます。どうもありがとうござ

いました。 

 

（モデレーター篠田氏：英） 

ありがとうございます。ハイチで進行中の作戦、MSS（多国籍治安支援）と呼ばれるミッシ

ョンは、基本的に警察のミッションで、ハイチの治安に焦点を当てたものです。これは、ケニア

による警察ミッションを西半球のハイチのような国に派遣するという非常に革新的な試みです。

さらに、ケニアが当該地域の安全保障にも貢献しようとしている意欲を示しています。私たちは、

ハイチ政府自身の努力とともに、この試みを支持し称賛を送りたいと思います。 

さて、どのような質問でも受け付けますので、質問やコメントをする意思を挙手で示してくだ

さい。外交官だけでなく、どなたでも結構です。ご質問をお待ちしている間、サーメハ様がお話

いただけるということです。 

 

（サーメハ氏：英） 

ありがとうございます、篠田教授。私たちは皆、平和維持活動が重要な岐路に立っていること

を認識してここに集まっています。実際の問題は、守るべき平和がないことです。第二に、いわ

ゆる「クリスマスツリー」型のマンデートが効果的でないことが証明されています。私たちは異

なる角度から物事を見直す必要があります。エジプトでは、私たちは平和の連続体（peace 
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continuum）を信じています。ご存知のように、平和の連続体は紛争予防から始まり、平和維持、

そして平和構築へと進みます。ここで数年前に世界銀行が発表した、紛争予防の経済学に関する

非常に興味深い報告があるのでお話ししたいと思います。それによると、紛争予防に 1 ドルを費

やすと、平和維持や平和構築のための 16 ドルを削減ができると報告がありました。ですから、

より包括的なアプローチが必要です。平和維持活動にはまだ足りないところが多々あるため、平

和の連続体の考え方を採用し、問題の根本原因により効果的に対処する必要があります。対処す

べき重要なテーマたる根本原因に対して、平和維持活動は必ずしも対応できるわけではありませ

ん。 

第二に、誰かが平和維持ミッションはコストがかかると言いましたが、私は非常に効果的なコ

ストだと思います。これは世界の軍事費の 0.5%未満です。平和維持を情勢の変化に適応させる

必要があります。 

第三に、平和維持と平和構築の連結に関して、サヘル地域や他のアフリカ諸国の関係者は、平

和維持ミッションに多額の費用をかけているにもかかわらず、彼らの経済に利益をもたらさない

という懸念をしばしば表明しています。現地の認識は、平和維持ミッションの信頼性にとって非

常に重要であり、平和構築が極めて重要な構成要素であるということです。平和維持ミッション

の展開は単に平和を維持するだけではなく、平和を確立してその基盤の上に構築することを念頭

に置くべきです。もっと積極的に取り組む必要があります。 

現在、平和維持活動の見直しと平和構築アーキテクチャの見直しという 2 つの並行するグロー

バルプロセスがあります。これらの 2 つのプロセスは、ある時点でリンクされる必要があります。

これらは相互に関連しています。平和維持を議論する上で、平和維持と紛争予防の面を無視する

ことはできません。以上が私の散発的なアイデアです。篠田先生、ありがとうございます。 

 

（モデレーター篠田氏：英） 

サーメハ様、ありがとうございました。他に質問はありますか。 

 

（会場参加者５：英） 

ご洞察に富んだプレゼンテーションを、ありがとうございます。私の質問は、アフリカやアジ

アだけでなく、地域組織間のパートナーシップについてです。パキスタン、エジプト、ケニア、

そして日本からのご来賓の方をお迎えしています。国際平和活動のパートナーシップのために、

例えば知識共有など、地域組織間の交流と協力を加速するために克服すべき課題はありますか。

もし具体例やアイデアがあれば、教えていただけますか。 

また、中谷先生へのコメントですが、国際平和活動におけるパートナーシップについての国内

議論に関して、先生がおっしゃった三つ目か四つ目のポイントについて、全面的に同意します。

日本において、国際平和活動のパートナーシップに貢献することは、多国間協力だけでなく、我

が国のリスク管理にも関わることだと思います。したがって、日本国内および各加盟国内で国際

平和活動のパートナーシップについての議論を加速することは非常に重要だと感じました。これ

が私のコメントです。ありがとうございました。 
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（モデレーター篠田氏：英） 

ありがとうございます。では、サーメハ様、中谷先生、いかがでしょうか。 

 

（サーメハ氏：英） 

ご質問に対して少しコメントします。平和維持訓練センターとしてお話しします。私たち

CCCPA は、誇りを持って IAPTC 事務局の役割を担っています。IAPTC 協会は、世界中の平和

維持訓練を担っています。現在、パキスタンが議長国を務めており、以前はケニアでした。次回

の選挙では、おそらくヨーロッパから選ばれるでしょう。このプラットフォームは、協力を促進

し、意見を交換する場を提供しています。例えば、IAPTC はグローバルな組織で、アフリカに

はAPSTA（アフリカ平和支援訓練協会）、ラテンアメリカにはALCOPAZ（ラテンアメリカ平和

活動訓練センター協会）、アジア太平洋にはAAPTC（アジア太平洋訓練センター協会）がありま

す。世界的な平和維持訓練センターとして、このように地域的な枠組みを持っています。 

私はアフリカ出身なので、アフリカ連合（AU）についてお話ししましょう。AUと国連の間に

はパートナーシップがあり、AU内には5つの地域経済共同体（REC）があります。AUとRECs

は、complementarityと subsidiarity という二つの主要な補完性原則に基づいて運営されていま

す。これは、RECs と AU の間でどのように相互運営するかを決めているわけです。ご存知のよ

うに、国連と AU はパートナーシップを結んでおり、アントニオ・グテーレス事務総長は AU 委

員会のムーサ・ファキ・マハマト委員長と毎年会談しています。組織と平和維持訓練センターの

交流については、述べてきたような枠組みで運営しています。ありがとうございます。 

 

（モデレーター篠田氏：英） 

ありがとうございました。では、中谷先生お願いします。 

 

（中谷氏：英） 

コメントありがとうございます。これは日本だけの問題ではなく、アメリカやフランス、そし

てすべての先進経済国に関わる問題だと思います。このような対話をしっかりとしていきながら、

国際協力への投資を継続する必要があります。 

私は今、学界にいるので、心配することなく発言することができます。本当に考えてみてくだ

さい。例えば仮に、隣国が数週間後に崩壊し、多くの難民が発生したとすれば、私たち日本はど

のように対応し、誰が対話を調整するのでしょうか。そのような議論の主導権を巡って地域には

緊張があるため、国連が人道的な対話、権力分担の対話、平和構築の対話を扱うことのできる第

三者になるかもしれません。ですから、私たちはシミュレーションを開始し、何が必要かを考え

始めなければならないと思います。このような事態においては、追加の支援が必要になると思い

ます。 

 

（モデレーター篠田氏：英） 

どうもありがとうございます。他に質問はありますか。 
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（会場参加者６：英） 

ありがとうございます。まず初めに、平和活動の将来のビジョンや日本とアフリカ諸国との関

係の重要性について理解を深める機会をいただき、感謝申し上げます。私の質問はアフリカの多

様性についてです。私たちはよく「アフリカ」と一言で言いますが、アフリカ内には多くの多様

性があると思います。多くの民族や地域があります。アフリカ内において、また日本とアフリカ

の間にはどのような違いがあるのでしょうか。二つ目の質問は、これらの違いを考慮して、アフ

リカにおける平和活動に取り組む際に注意すべき点についても教えてください。ありがとうござ

います。 

 

（モデレーター篠田氏：英） 

どうもありがとうございます。パネリストのどなたか、アフリカの文化的多様性について、実

践的な観点からお話しいただけますか。そこに派遣される際や類似の状況でどういった点を考慮

すべきか教えてください。 

 

（ワンジク大佐：英） 

はい、昨日も防衛コミュニティの同僚たちとこの話題で意見を交換しました。ご質問ありがと

うございます。確かに、アフリカを理解するのは難しいです。54 か国もある大陸を完全に理解

することはできないと思います。例えば、私の国には 42の部族があり、それは 54か国のうちの

1 つに過ぎません。そして、隣国には 100 の部族があります。これらは異なる人種であり、互い

に交流しています。これだけでも、アフリカがどれほど多様なのかを理解するのに役立つと思い

ます。無の状態からイニシアティブを推進したり、ナラティブを形成したり、解決策を作ろうと

してもうまくいきません。だからこそ、目的に適ったイニシアティブが必要です。私たちは大陸

全体で共通の価値観を共有しています。私は日本で 2 年間過ごしましたが、私たちは人としてそ

れほど違いはないと断言できます。私たちは共通の価値観を持っています。例えば、高齢者や女

性に対して敬意を持っています。これらの共通項は、コミュニティに持続的な影響を与え、ソリ

ューションを作っていくうえで土台になります。 

さまざまに異なる地域のパートナーシップの存在について述べられましたが、これらのパート

ナーシップは、国際的なパートナーと同様に、課題に直面しています。官僚主義や資金調達など

の課題です。しかし、地域のパートナーシップの最も重要な側面は、アフリカ主導の取り組みに

対する共通の利益とその必要性です。これが課題を克服し、長期的かつ影響力のある解決策を生

み出すことに役立ちます。 

 

（モデレーター篠田氏：英） 

ありがとうございました。では、サーメハ様どうぞ。 

 

（サーメハ氏：英） 

大佐が言ったことに補足します。アフリカの地に派遣される前に、私たちのセンターでは、言

語の問題が大きいことに気付きました。例えば、ケニアではスワヒリ語や他の多くの言語が話さ

れていますが、少なくとも英語が通じますので、英語が話せれば問題はありません。しかし、フ
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ランス語圏のアフリカ諸国では問題が生じます。この問題を解決するために、私たちは国際組織

であるフランコフォニー国際機関（OIF）と協力して、フランス語圏のアフリカ諸国に派遣され

る平和維持要員にフランス語のトレーニングを行いました。このようにして、彼らは現地の人々

とスムーズにコミュニケーションを取ることができるようになります。結局のところ、現地の

人々を理解することがゲームチェンジャーになるからです。コミュニケーションが取れなければ、

継続したり、説明したり、効果的に支援したりすることができません。 

次に、文化に関しては、私たちは平和維持訓練センターとして、派遣前訓練において専門家を

準備するように努めています。時には、中央アフリカ共和国などの国の人を招へいして、文化に

ついて話してもらうこともあります。以前に当該任務に派遣された軍人や警察官がいれば、彼ら

が来て文化について説明します。とはいえ、私の親愛なる同僚の大佐が述べたように、すべてを

知ることはできませんが、最低限の理解は必要です。そして、私が間違っていなければ、これは

簡単に達成できると思います。ありがとうございます。 

 

（カーン少将：英） 

はい、ありがとうございます。素晴らしい質問でした。非常に実践的な質問です。大陸には多

くの文化や多様な伝統があります。特定の大陸や国に他の地域から平和維持活動の任務に就く要

員は、多くの特有の問題に直面するでしょう。しかし、どこに行こうとも、人類への尊重は普遍

的です。それには言語も何も必要ありません。人類への尊重、彼らの文化、伝統、価値観への尊

重、それは非常に普遍的なものです。そして、私たちが平和維持の任務に部隊を派遣する際には、

彼らに教える基本的なことの一つが、人類を尊重し、人命を尊重するということです。それは普

遍的であり、必ず報われます。マンデートや国家の同意は重要ですが、人々からの同意がより一

層重要です。もし人々が平和維持要員に同意を与えていれば、マンデートの達成は可能です。も

し彼らを失望させれば、同意を得ることはできず、任務を達成することはできません。これは基

本的なことの一つであり、両パネリストがまさに指摘したことにも繋がっています。したがって、

人類への尊重は普遍的なものであり、誰もが心に留めておくべきものです。ありがとうございま

す。 

 

（モデレーター篠田氏：英） 

ありがとうございます、カーン少将。 

 

（会場参加者３：英） 

篠田先生、ありがとうございます。補完性（complementarity）という問題が提起されました

ので、自分の発言に補足（complement）したいと思います。改めて、日本の防衛大臣に対して、

非常に親密な関係を享受していることに感謝したいと思います。スーダンで戦争が勃発したのち、

私たちは日本国民をスーダンから退避させるために緊密に協力しました。その協力に感謝したい

と思います。2026 年には、日本との関係は 70 周年を迎えます。私たちは日本と日本人との古く

からの非常に強い関係も享受しています。 

私が特に興味を持った人権保護ミッションについて、松村元陸将に質問をしたいと思います。

このミッションが特別な点は何でしょうか。平和維持ミッションには人権保護の要素が含まれて
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いますが、財政、調整、受け入れに関する制約を考慮すると、人権理事会、国連人権高等弁務官

事務所、その他、特別な機関との調整と協力について、松村元陸将はどのように見据えています

か。ありがとうございます。 

 

（モデレーター篠田氏：英） 

では、松村様、お願いします。この発言で最後にしたいと思います。 

 

（松村氏：日） 

非常に大事な点をご指摘いただいたと思います。私が最初に言いたいのは、私が言っている人

権擁護ミッションとは、今、現地の人々が置かれている人権状況を改善するということです。こ

れは医療だったり教育だったり食料だったり、あるいは人命の保護ということだったりするわけ

ですが、それを改善するということを言っています。そのホスト国が人権上、人権に関する国内

状況を改善していく努力は、これは PKOミッションでやるものだと考えています。 

そのうえで、なぜ私がそれを分離することを提案したかというと、4 つほど理由があります。

一つは、今の安保理はいろいろな国際的な対立もあり、平和構築あるいは平和維持という取組が、

なかなか進んでいかない中でも、現地の人たちは人道的に非常に厳しい状況に置かれているとい

う現実があるわけです。ですから、PKO プロセスが進まない中でも、なんとか人権状況を今す

ぐ改善していくためには、そういう取組が必要ではないかというのが一点です。 

二つ目は、特にヨーロッパ、米国、日本などの加盟国が、PKO ミッションに派遣をして本当

に解決につながるのか懐疑的なため、なかなか部隊を提供できないということがあります。人権

擁護に焦点を絞ることによって、加盟国が部隊を提供しやすくなるのでははないかということ。 

そして三つ目は、現地部隊の ROE とか、現地部隊が武器を使うときの基準を明確化するとい

うことで、かつては中立な PKO においては部隊の自衛のためにだけ使うという規範だったもの

が、だんだんとミッションを遂行するために武力を使うというふうに PKO 自体が変質している

中で、それが現地勢力の反発を買うということにもなっている。そこをもう一度、切り離して、

本当に政治プロセスを進めるための武力使用も含む PKO 部隊と、それは全くやらない完全に中

立な人権擁護部隊の二つに分けるということを提案したわけです。 

四つ目は、人権擁護あるいは人道支援のために働いている NGO や国連機関が同じ現場で活動

するに際して、そうした人道支援アクターは、政治的・軍事的活動が人道支援活動に組み込まれ

てしまうのではないかと懸念を抱く可能性があります。PKO 活動と切り離したミッションは、

人道支援アクターの懸念を和らげ、連携を維持するのに役立つかもしれません。もし人道支援ア

クターの側に緊急時の保護への期待があれば、自衛のためだけの部隊を随伴させて一緒に活動す

ることもオプションの一つになります。 

以上の四つの理由です。 

 

（モデレーター篠田氏：英） 

松村様、ありがとうございます。最後にコメントをどなたかありませんか。 
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（サーメハ氏：英） 

私からいくつか散発的に申し上げます。すべてのケースに適応できる万能な解決策というもの

はありません。したがって、状況にテーラー・メードして対応していく必要があります。また、

国のオーナーシップは尊重していかなければなりません。私たちは、介入をしている間は、状況

の特殊性を考慮に入れて活動する必要があります。このことは、平和維持及び平和構築を再考察

する上で、あらゆる場面に当てはまります。現場で起きている現実を考慮に入れなければなりま

せん。世界中の至るところへの介入をただ繰り返すだけでは駄目なのです。ありがとうございま

す。 

 

（モデレーター篠田氏：英） 

本当にありがとうございます。パネルの冒頭で申し上げたとおり、国連とアフリカ連合または

地域組織とのパートナーシップに関する安全保障理事会決議第 2719 号について具体的に議論し

ようと思っておりました。この決議に関しては、「具体的な条件においてはケースバイケースで

意思決定する」ということですので、私たちもアドホックに対応しなければなりません。多大な

労力と複雑さが伴う、この現実を直視しなければなりません。この状況は、多くの理由により、

回避はできません。この複雑な状況に対応する方法を開発し、巧みに諸課題を乗り越えていきた

いと思います。 

冒頭で私から提示したポイントがありました。それはネットワーキング、創造性、柔軟性が重

要であるということです。これらはすべて、人と人の関わり、繋がり、交流から生まれるもので

す。したがって、このような知的な対話や専門家を通じたコミュニケーションの場は常に重要で

すが、パートナーシップ平和活動の時代には、より一層重要になってきています。そういうこと

でパネルディスカッションのセッションを締めくくりたいと思います。マイクを総合司会に戻し

ます。ありがとうございました。  



 

116 

 

閉会 

 

（事務局司会：英） 

篠田先生、講演者の皆さま、どうもありがとうございます。大変集中的な議論がなされ、様々

な視点が提供されました。講演者とモデレーターの先生に大きな拍手で感謝を表明したいと思い

ます。どうもありがとうございます。 

（拍手） 

 

では、皆様、席にお戻りください。 

以上で、本日の「国際平和と安全シンポジウム 2024」の全てのプログラムを終了いたしま

す。皆さま、改めましてご参加ありがとうございました。 

 

 

 

（終了）  
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